
仁
　
和

寺
　
御
　
室
　
考

i
中
世
前
期
に
お
け
る
院
権
力
と
真
言
密
教
一

横

内

裕

人

仁和寺御室考（横内）

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
中
徴
前
期
に
お
け
る
仁
和
寺
御
室
の
成
立
・
展
開
過
程
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
お
け
る
政
治
権
力

と
寺
院
勢
力
、
特
に
真
言
密
教
集
団
と
の
連
関
構
造
に
つ
い
て
論
じ
た
。
初
代
の
仁
和
寺
御
室
性
信
は
、
出
身
皇
統
の
政
界
で
の
没
落
に
よ
り
入
寺
し
た

遁
世
僧
堂
存
在
で
あ
っ
た
が
、
一
一
世
紀
後
半
に
後
三
条
天
皇
に
よ
っ
て
王
家
の
御
持
僧
に
登
用
さ
れ
た
。
白
河
院
以
降
の
院
権
力
は
、
ミ
ゥ
チ
僧
を
御

室
と
し
て
再
生
産
し
、
血
縁
的
紐
帯
を
基
盤
に
し
た
宗
教
権
門
を
真
言
密
教
界
に
創
出
し
た
。
法
親
王
に
任
じ
ら
れ
た
御
室
は
僧
綱
制
と
い
う
僧
侶
身
分

秩
序
を
超
越
し
た
存
在
と
さ
れ
、
僧
侶
界
の
頂
点
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
仁
和
等
御
室
は
形
式
的
に
は
仁
和
寺
の
長
宮
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
真
言
宗
僧

侶
の
人
事
権
の
掌
握
や
、
真
言
宗
諸
寺
院
へ
の
介
入
を
通
じ
て
、
真
言
宗
奪
院
と
院
権
力
と
を
結
合
す
る
支
配
機
構
を
構
築
し
た
。
さ
ら
に
御
霊
は
、
孔

雀
忍
法
を
真
筆
密
教
修
法
の
頂
点
に
据
え
、
一
二
世
紀
中
葉
以
降
、
東
寺
長
者
に
か
わ
り
院
権
力
の
最
も
根
幹
に
関
わ
る
密
教
修
法
を
独
占
・
掌
握
し
た
。

ご
一
世
紀
末
の
御
室
守
覚
は
、
治
承
・
寿
永
内
乱
期
の
政
治
的
混
乱
を
防
ぐ
た
め
に
、
真
雷
・
天
台
両
機
の
公
家
御
修
法
の
秩
序
化
を
図
り
、
密
教
界
の

再
編
を
図
る
。
御
室
に
統
轄
さ
れ
た
真
需
密
教
は
、
権
門
寺
院
の
強
訴
に
対
抗
す
る
た
め
の
発
墨
を
行
う
な
ど
、
親
王
権
的
活
動
を
行
い
、
院
の
権
力
基

盤
を
密
教
修
法
に
よ
っ
て
支
え
て
い
た
。
僧
綱
制
や
宗
派
の
墨
型
的
な
地
位
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
御
室
は
、
そ
の
超
越
的
性
格
を
利
用
し
て
、

六
勝
寺
に
お
い
て
八
宗
を
統
轄
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
仁
和
寺
御
盛
は
、
院
権
力
が
宗
教
界
に
お
け
る
自
ら
の
分
肢
と
し
て
創
出
し
た
「
教
権
」
で
あ

っ
た
が
、
中
世
後
期
の
院
権
力
の
衰
退
と
と
も
に
、
六
勝
寺
支
配
は
形
骸
化
し
、
真
言
宗
支
配
の
み
が
残
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
九
巻
四
号
　
【
九
九
六
年
七
月

　
　
　
　
　
　
序
章
問
題
の
所
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

故
金
剛
王
院
の
僧
正
、
公
請
つ
と
め
ら
れ
け
る
時
、
僧
正
の
牛
飼
、
御
室
の
御
車
と
車
立
論
し
て
、
御
室
の
御
車
を
散
々
と
し
た
り
け
る
を
、
房
官
侍
、
　
7
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牛
飼
を
制
し
か
ね
て
、
僧
正
に
し
か
じ
か
と
申
し
け
れ
ば
、
「
其
丸
が
申
す
僻
事
は
な
し
。
子
細
を
知
り
て
こ
そ
申
せ
。
葉
寺
の
一
の
長
老
の
上
に
居
る

　
　
僧
な
し
。
御
室
は
上
郎
は
さ
る
御
事
な
れ
ど
も
、
遁
世
門
の
御
ふ
る
ま
ひ
に
て
、
御
室
に
引
籠
り
て
昔
よ
り
御
室
と
申
す
。
然
れ
ど
も
世
に
し
た
が
ふ
事

　
　
　
な
れ
ば
、
制
せ
よ
」
と
下
知
せ
ら
れ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
れ
は
＝
二
世
紀
末
に
成
立
し
た
『
沙
石
集
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
車
論
の
逸
話
で
あ
る
。
「
故
金
剛
王
院
の
僧
正
」
醍
醐
寺
実
賢
が
公
請
に
向

か
う
途
中
、
仁
和
寺
御
室
道
深
の
牛
草
と
出
会
い
、
僧
正
の
牛
飼
童
が
御
室
の
車
を
打
慣
し
た
。
僧
正
の
房
官
は
童
を
制
止
で
き
ず
に
、
子
細

を
僧
正
に
申
し
上
げ
た
。
僧
正
は
童
の
行
動
を
諌
め
る
で
も
な
く
次
の
よ
う
に
言
い
放
っ
た
。
「
東
寺
…
長
岩
の
上
に
立
つ
僧
は
い
な
い
。
御

室
は
上
郎
で
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
遁
世
門
の
御
ふ
る
ま
い
で
御
室
に
引
籠
っ
て
い
る
か
ら
、
昔
か
ら
御
室
と
申
す
の
だ
。
け
れ
ど
も
世
間
の

な
ら
い
に
従
う
べ
き
だ
か
ら
、
牛
飼
童
の
狼
籍
を
制
止
し
て
お
け
。
」
こ
の
逸
話
に
は
、
東
寺
一
長
者
か
っ
僧
綱
を
統
轄
す
る
正
法
務
と
し
て

糊
主
上
は
僧
侶
界
の
頂
点
に
立
っ
て
い
る
実
賢
の
自
負
と
、
当
世
で
は
御
室
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
念
さ
と
い
う
ア
ソ
ビ
バ
レ
ン
ト
な

御
室
認
識
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
逸
話
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
御
室
が
僧
綱
制
と
い
う
古
代
的
僧
侶
身
分
秩
序
で
は
把
握
で
き
な
い
、
中
世
的
な
宗
教
権
門
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
遁
世
門
の
御
ふ
る
ま
ひ
に
て
御
室
に
引
籠
」
っ
て
い
た
仁
和
寺
御
室
が
、
鎌
倉
期
に
は
真
言
宗
の
管
掌
者

で
あ
る
東
寺
長
者
、
僧
綱
所
を
統
轄
す
る
正
法
務
よ
り
も
上
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
仁
和
寺
御
室
と
は
仏
教
お
よ
び

寺
院
の
古
代
か
ら
中
世
へ
の
展
開
を
象
徴
す
る
宗
教
権
門
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
仁
和
寺
御
室
は
、
従
来
の
研
究
史
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、

a
＝
一
世
紀
中
葉
よ
り
僧
綱
所
を
統
轄
す
る
法
務
の
上
位
に
た
つ
「
惣
法
務
」
と
呼
称
さ
れ
、
僧
綱
所
の
実
務
を
担
当
す
る
「
惣
在
庁
」
を
主

従
制
的
支
配
下
に
お
い
て
い
た
、
b
院
権
力
の
寺
院
統
制
の
中
心
的
寺
院
た
る
円
宗
寺
・
六
勝
寺
を
検
校
と
し
て
統
轄
し
て
い
た
、
な
ど
御
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
国
政
的
役
割
が
指
摘
さ
れ
、
院
権
力
の
仏
教
統
制
政
策
を
支
え
る
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
そ
の
一
方
で
、
惣
法
務
と
は
名
目
的
な
も
の
で
僧
綱
所
機
構
に
は
位
置
付
け
ら
れ
ず
、
「
仁
和
寺
御
室
が
｛
般
の
仏
教
行
政
に
携
わ
っ
た
形
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仁和寺御室考（横内）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

跡
が
な
い
」
と
、
御
室
の
国
家
的
宗
教
活
動
の
実
態
を
消
極
的
に
と
ら
え
る
評
価
も
存
在
し
て
い
る
。
中
世
の
国
家
と
仏
教
と
の
連
関
構
造
を

解
く
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
御
室
の
仏
教
制
度
上
の
意
義
付
け
は
、
い
ま
だ
定
ま
っ
て
は
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
御
室
に
対
す
る
評
価
が
一
定
し
な
い
原
因
は
、
院
権
力
の
仏
教
行
政
に
関
わ
る
具
体
的
な
役
割
、
つ
ま
り
御
室
の
宗
教
的
・
世

俗
的
活
動
の
各
課
が
全
く
明
ら
か
で
な
い
ま
ま
、
惣
法
務
・
六
勝
寺
検
校
と
い
う
國
政
的
役
割
の
み
が
強
調
さ
れ
考
察
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ

る
。
御
室
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
顔
を
持
つ
。
惣
法
務
・
六
勝
寺
検
校
な
ど
の
園
家
的
仏
教
行
政
に
関
わ
る
側
面
、
真
言
宗
と
い
う
宗
の
枠
組

み
に
関
わ
る
側
面
、
仁
和
寺
に
関
わ
る
側
面
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
の
点
が
理
念
的
象
微
的
性
格
が
強
い
の
に
対
し
て
、
第
二
の
煮
つ
ま
り
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

言
宗
に
お
け
る
御
室
の
位
置
付
け
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
御
室
は
真
言
宗
と
い
う
宗
の
枠
組
み
の
な
か
で
宗
教
的
・
世
俗
的
活
動

を
活
発
に
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
惣
法
務
・
六
勝
寺
検
校
と
い
う
国
政
的
理
念
的
地
位
を
根
拠
づ
け
る
基
礎
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
真
言
宗
に
お
け
る
御
室
の
活
動
の
実
態
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
解
明
し
た
う
え
で
、
国
家
的
制
度
上
で
の
理
念
的
地
位
と
突
き

合
わ
せ
、
中
世
仏
教
史
上
の
意
義
付
け
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
御
室
が
果
た
し
た
国
家
的
宗
教
活
動
の
実
態
つ
ま
り
宗
教
権
門
と
し
て

の
特
質
の
解
明
は
、
真
言
密
教
と
院
権
力
と
の
関
係
を
宗
教
活
動
の
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
り
、
中
世
羅
家
憲
・
政
治
史
の
解
明
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

資
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
際
、
御
室
が
「
遁
世
門
の
御
ふ
る
ま
ひ
」
を
し
て
い
た
と
い
う
『
沙
石
集
』
の
書
葉
に
注
目
し
た
い
。
遁
世
と
は
当
時
の
言
葉
で
は
「
交

衆
」
に
対
比
さ
れ
る
行
為
で
、
交
衆
が
所
属
寺
院
で
「
寺
役
を
勤
仕
し
つ
つ
寺
僧
集
団
の
中
で
僧
位
・
僧
官
を
歴
任
す
る
生
き
方
」
を
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
り

に
対
し
、
遁
世
は
「
世
業
」
を
厭
い
、
交
衆
と
し
て
の
生
き
方
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
年
、
遁
世
を
遂
げ
た
僧
、
特
に
聖
の
社
会
的

実
践
の
あ
り
方
が
注
目
さ
れ
、
か
れ
ら
が
既
存
の
シ
ス
テ
ム
の
枠
組
み
を
こ
え
て
政
治
権
力
者
と
の
接
触
を
行
い
、
一
方
で
、
勧
進
な
ど
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

じ
て
中
世
寺
院
の
社
会
的
機
能
を
維
持
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
で
は
御
室
の
「
遁
世
」
と
は
、

中
世
寺
院
祉
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
社
会
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
こ
こ
に
御
室
独
自
の
位
置
付
け
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
も
し
れ

な
い
。
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本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
意
識
に
た
っ
て
、
仁
和
寺
御
室
の
成
立
・
展
開
過
程
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
お
け
る

政
治
権
力
と
寺
院
勢
力
と
の
連
関
構
造
の
解
明
を
め
ざ
し
た
い
。
ま
ず
＝
早
で
宗
教
権
門
御
室
の
成
立
過
程
を
考
察
し
、
二
・
三
章
で
は
仁
和

寺
御
室
が
国
家
・
院
権
力
と
真
言
宗
寺
院
勢
力
と
を
い
か
に
媒
介
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
宗
教
・
世
俗
活
動
の
実
態
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に

検
証
す
る
こ
と
、
お
よ
び
御
室
の
成
立
・
展
開
に
よ
っ
て
寺
院
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
変
容
を
追
究
す
る
こ
と
を
主
眼
に
し
、
最
後
に
惣
法
務
・

六
勝
寺
検
校
と
い
う
御
室
の
国
政
史
的
側
面
か
ら
の
考
察
と
の
突
き
合
わ
せ
を
め
ざ
し
た
い
。

①
　
『
沙
石
集
』
「
臨
月
房
の
上
人
の
遁
世
の
事
」
（
筑
土
鈴
寛
校
訂
、
岩
波
文
庫
版
）

　
一
難
ニ
頁
。
実
賢
は
、
宝
治
二
年
に
東
寺
一
長
者
に
就
任
し
て
い
る
（
「
東
寺
長

　
者
補
任
」
『
統
々
群
書
類
従
』
）
。

②
森
川
英
純
「
法
務
・
惣
在
庁
・
威
儀
師
」
（
『
ヒ
ス
ト
ジ
ア
』
九
三
暑
、
一
九
入

　
二
年
）
、
平
岡
定
座
「
四
円
寺
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
寺
院
史
の
研
究
』
一

　
九
八
一
年
、
平
岡
A
）
お
よ
び
「
六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
同
書
、
平
岡
B
）
、

　
平
雅
行
「
中
世
仏
教
の
成
立
と
展
開
」
（
『
野
羊
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
一
九
九
二

　
年
、
平
A
）
四
七
；
貝
、
お
よ
び
「
中
世
移
行
期
の
国
家
と
仏
教
」
（
岡
書
、
平

　
B
）
九
六
頁
。

③
牛
山
佳
幸
「
「
賜
綱
所
」
と
「
三
綱
所
」
」
（
『
古
代
誤
載
寺
院
組
織
の
研
究
』
一

　
九
九
〇
年
、
牛
山
A
）
二
四
六
頁
、
「
僧
綱
制
の
変
質
と
惣
在
庁
・
公
文
捌
の
成

　
立
」
（
下
書
、
牛
山
B
）
一
一
二
三
頁
。

④
　
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
御
室
が
「
密
教
系
寺
院
全
体
に
特
殊
な
影
響
力
を
も
っ
て

　
い
た
」
と
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
（
注
②
平
A
論
文
、
四
七
一
頁
）
、
十
分
な
考
察

　
が
な
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
て
き
た
課
題
で
あ
る
。

⑤
　
黒
田
俊
雄
氏
の
顕
密
体
制
論
の
提
唱
以
降
、
教
派
・
宗
派
に
傭
っ
た
視
点
を
排

　
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
界
全
体
を
貫
通
す
る
共
通
要
素
と
し
て
の
密
教
の

　
呪
術
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
密
教
に
よ
る
宗
教
界
の
統
合
と
い
う
前
提
を

　
も
と
に
、
醐
捌
史
的
研
究
や
個
別
寺
院
に
お
け
る
機
構
・
庄
園
支
配
の
様
相
に
つ

　
い
て
の
研
究
が
進
展
し
允
。
し
か
し
な
が
ら
密
教
と
い
う
共
通
要
素
を
強
調
し
す

　
ぎ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
寺
院
あ
る
い
は
宗
派
の
宗
教
上
の
個
性
を
埋
没
さ
せ
て

　
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
「
密
教
に
よ
る
統
合
」
の
当
否
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

　
も
、
今
後
は
、
個
別
寺
院
・
宗
派
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
悶
家
・
社
会
と
結
合
し

　
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
例
え
ば
河
音
能
平
乗
は
、
寺
院
大
衆
を
備
え
、
強
訴
な
ど
で
国
家
か
ら
比
較
的

　
距
離
を
お
こ
う
と
す
る
延
暦
寺
・
興
福
寺
・
東
大
寿
な
ど
の
大
寺
社
権
門
と
院
御

　
願
寺
や
金
剛
峯
寺
な
ど
の
院
権
力
に
近
い
寺
院
と
の
二
類
型
を
指
摘
し
て
い
る

　
（
同
氏
「
院
政
期
に
お
け
る
保
成
立
の
二
つ
の
形
態
」
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』

　
一
九
七
一
年
、
　
一
一
七
頁
）
。
後
者
に
は
東
寺
・
醍
醐
寺
・
仁
和
寺
等
の
真
言
密

　
敦
寺
院
が
多
く
あ
て
は
ま
る
。
一
口
に
密
教
と
い
っ
て
も
、
天
台
と
真
言
で
は
、

　
園
家
と
の
関
係
の
仕
方
は
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

　
仁
平
寺
御
室
を
通
し
て
、
真
言
密
教
の
独
自
性
を
考
え
て
み
た
い
。

⑥
久
野
修
義
「
中
世
寺
院
の
僧
侶
集
団
」
（
『
日
本
の
社
会
史
』
第
六
巻
、
一
九
入

　
八
年
）
。

⑦
　
久
野
修
義
「
中
農
寺
院
と
社
会
・
国
家
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
六
七
号
、
一
九

　
九
三
年
）
。
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第
一
章
　
仁
和
寺
御
室
の
成
立

　
本
章
で
は
、
御
室
と
よ
ば
れ
る
宗
教
権
門
の
成
立
過
程
を
概
観
し
、
当
該
期
仏
教
界
に
お
け
る
制
度
的
特
質
を
考
察
す
る
。

　
ま
ず
最
初
に
「
御
室
」
の
語
義
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
鎌
倉
中
期
成
立
の
「
御
室
相
承
記
」
は
、
「
宇
多
法
皇
の
子
息
敦
実
親
王
が
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

皇
御
所
南
御
室
を
仏
閣
観
音
院
に
改
め
た
。
こ
の
観
音
院
を
相
承
し
た
親
王
を
御
室
と
称
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。
実
際
、
一
〇
世
紀
末
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
「
御
室
」
は
仁
湘
寺
を
創
設
し
た
宇
多
法
皇
の
仁
和
寺
内
御
所
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
＝
世
紀
末
に
い
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
「
故
仁
粕
甥
御
室
戸
な
ど
と
特
定
の
人
物
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
御
所
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
御
室
」
は
、

院
政
期
に
い
た
る
と
特
定
人
物
の
呼
称
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
に
御
室
と
称
さ
れ
た
人
物
、
性
信
か
ら
検
討
を
開
始
し
た
い
。

仁
和
寺
御
室
の
成
立
過
程

和寺御室考（横内）

　
つ
と
に
平
岡
定
海
氏
は
、
a
仁
和
寺
の
法
流
は
宇
多
法
皇
よ
り
師
資
相
承
さ
れ
、
別
当
職
は
宇
多
の
皇
子
・
皇
孫
に
継
承
さ
れ
て
い
る
、
b

一
一
世
紀
初
頭
の
三
条
天
皇
息
性
信
の
入
寺
に
よ
っ
て
、
傍
系
の
皇
親
の
継
承
か
ら
天
皇
直
系
の
一
世
皇
子
に
よ
る
継
承
が
確
立
し
た
、
c
こ

の
直
系
皇
子
の
相
承
方
式
は
、
仁
和
寺
を
諸
御
願
寺
の
頂
点
に
位
概
付
け
る
意
味
が
あ
っ
た
、
d
円
宗
寺
・
六
勝
寺
別
当
に
は
延
暦
寺
・
園
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

寺
・
東
寺
僧
が
就
任
し
て
い
た
が
、
御
室
は
そ
の
上
の
検
校
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
統
轄
し
て
い
た
、
と
御
室
制
の
展
開
を
論
じ
て
い
る
。
性
信

を
御
室
糊
の
展
開
の
画
期
と
す
る
な
ど
注
目
す
べ
き
論
点
を
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
若
干
の
疑
問
が
残
る
。

　
「
遁
世
門
の
御
ふ
る
ま
い
に
て
御
室
に
引
籠
」
っ
て
い
た
と
い
う
『
沙
石
集
』
の
評
価
に
も
あ
る
よ
う
に
、
性
信
は
当
初
か
ら
仏
教
界
で
確

固
た
る
地
位
に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
御
室
が
い
か
に
し
て
d
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
的
権
威
を
備
え
る
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ

の
経
過
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
a
・
b
に
つ
い
て
再
度
検
討
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
a
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
集
信
の
登
場
以
前
の
状
況
を
御
室
系
図
を
参
照
し
な
が
ら
確
認
し
て
お
く
。
平
岡
氏
は
仁
和
寺
を
王
家
と
緊
密
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｛＝矛ロ寺f陶1室程皆　（横’i／s）

に
結
び
つ
い
た
特
殊
な
御
願
寺
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
宇
多
院
以
後
、
別
当
と
な
っ
た
人
物
の
出
自
を
見
る
と
寛
朝
・
雅
慶
・
済
信
ら

が
宇
多
系
出
身
僧
と
し
て
見
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、
創
立
期
か
ら
一
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
仁
和
寺
と
王
家
全
体
と
の
関
係
を
過
度
に
強
調

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
当
該
期
の
仁
和
寺
は
宇
多
源
氏
の
一
門
寺
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
他
家
出
身
僧
も
別
当
に
就
任
し
て
い

　
　
　
　
⑤

る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
b
性
信
の
仁
和
寺
入
寺
に
つ
い
て
見
よ
う
。
宇
多
野
出
身
僧
に
相
承
さ
れ
て
き
た
仁
和
寺
は
、
寛
仁
二
（
｝
○
一
八
）
年
、
三
条
天
皇
子

息
師
明
親
王
（
性
信
）
と
い
う
貴
種
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
平
岡
琉
は
こ
れ
を
王
家
傍
系
か
ら
直
系
（
｝
世
母
親
）
の
入
寺
開
始
と
高
く
評
価

さ
れ
た
。
確
か
に
一
世
皇
親
の
入
寺
は
性
心
が
最
初
で
あ
り
、
表
面
的
に
は
仁
和
寺
と
王
家
と
の
血
縁
は
密
接
に
な
っ
た
か
に
見
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
性
信
の
入
寺
そ
の
も
の
が
仁
和
寺
の
性
格
を
転
換
す
る
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　
性
急
は
、
世
俗
で
の
不
遇
、
つ
ま
り
同
母
兄
小
一
条
院
（
敦
明
親
王
）
が
皇
位
継
承
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
政
治
的
原
因
で
出
家
し
た
と

　
　
　
　
⑥

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
出
家
は
世
俗
世
界
か
ら
の
隠
遁
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
一
世
皇
親
が
入
寺
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
偶
然
の
事

情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
王
家
の
仏
教
政
策
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
傍
証
と
し
て
性
信
の
入
寺
以
後
の
密
教
僧
と
し
て
の
活
動

を
考
え
て
み
よ
う
。
性
信
は
入
寺
直
後
か
ら
仁
和
寺
を
拠
点
と
し
た
仏
事
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
観
音
院
結
縁
灌
頂
な
ど
も
天
喜
五
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

〇
五
七
）
年
に
は
中
絶
し
て
い
る
。
さ
ら
に
注
費
す
べ
き
こ
と
に
、
　
一
一
世
紀
半
ば
ま
で
の
前
半
生
に
お
い
て
は
密
教
僧
と
し
て
最
も
重
要
な

役
で
あ
る
国
家
的
修
法
は
全
く
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
修
法
を
も
っ
て
王
家
を
護
持
す
る
密
教
僧
と
し
て
は
、
王
家
と
の
関
係
は
希
薄
と

い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
治
暦
三
（
一
〇
六
七
）
年
に
至
り
、
崇
信
の
宗
教
活
動
は
転
機
を
む
か
え
る
。
こ
の
年
、
東
宮
（
後
の
後
三
条
天
皇
）
の
た
め
孔
雀

経
法
を
勤
仕
す
る
。
こ
れ
以
降
、
後
三
条
・
白
河
執
政
期
を
通
じ
て
公
家
御
修
法
は
二
〇
数
回
を
勤
め
、
永
保
三
（
｝
○
八
三
）
年
に
は
実
質
的

法
親
王
の
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
「
叙
二
贔
」
の
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
な
ど
、
一
転
し
て
王
家
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
、
王
家
仏
事
で
積
極
的

な
活
動
を
行
い
始
め
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
時
期
に
王
家
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
得
た
背
景
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
治
暦
三
年
の
孔
雀
経
輪
は
、
「
皇
太
后
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

陽
明
門
院
令
旨
」
に
よ
り
、
勤
仕
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
陽
明
門
院
は
後
三
条
天
皇
の
実
母
で
あ
る
が
、
三
条
天
皇
の
皇
女
で
性
信
に
は
異
母

妹
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
性
信
は
後
三
条
の
叔
父
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
陽
明
門
院
が
ミ
ウ
チ
た
る
性
信
を
三
三
条
の
護
持
僧
的
存
在
と
し
て
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

極
的
に
公
請
し
た
こ
と
に
よ
り
、
性
信
と
王
家
と
の
結
び
つ
き
は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
。

　
性
質
は
後
三
条
と
の
血
縁
を
媒
介
に
し
て
、
王
家
の
護
持
僧
的
存
在
に
成
長
し
た
。
後
三
条
・
院
権
力
に
よ
る
性
信
の
登
用
。
こ
こ
に
仁
和

寺
御
室
成
立
の
爾
期
が
あ
っ
た
。
院
権
力
の
確
立
と
と
も
に
仁
和
寺
御
室
は
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
性
信
以
降
の
御
室
の
性
格
を
検
討
し
た
い
。
性
信
と
そ
れ
以
降
の
御
室
と
で
は
、
王
家
と
の
関
係
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
先
に

あ
げ
た
系
図
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
重
信
は
一
世
皇
親
で
は
あ
っ
た
が
、
王
家
の
嫡
流
か
ら
は
ず
れ
た
皇
統
の
出
身
で
あ
っ
た
。
一
方
、
次
代

の
覚
行
以
降
の
御
室
は
原
則
と
し
て
治
天
の
君
た
る
院
・
天
皇
の
子
息
な
の
で
あ
る
。
平
岡
茂
は
性
善
以
降
を
天
皇
直
系
と
し
て
一
括
さ
れ
る

が
、
王
家
の
嫡
系
・
傍
系
を
指
標
と
す
れ
ば
、
王
家
嫡
男
の
最
初
の
入
寺
た
る
覚
行
が
確
立
期
と
い
え
る
。
白
河
院
は
意
図
的
に
次
代
御
室
に

、
ミ
ウ
チ
僧
を
送
り
込
み
、
御
室
を
再
生
産
し
、
院
権
力
を
護
持
す
る
宗
教
権
門
を
創
塾
し
た
。
仁
和
寺
は
王
家
の
家
長
た
る
治
天
の
子
息
が
管

領
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宇
多
源
茂
の
一
門
寺
か
ら
王
家
嫡
流
を
護
持
す
る
権
門
寺
院
に
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。
王
家
嫡
流
子
息
に
よ
る
御
室
の

継
承
方
法
は
鎌
倉
末
期
ま
で
継
続
し
て
行
わ
れ
た
。
皇
統
の
交
替
に
際
し
て
も
、
そ
れ
に
連
動
し
て
政
務
を
執
っ
た
治
天
の
子
息
が
御
室
に
就

　
　
　
　
⑩

任
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
継
承
方
式
は
、
鎌
倉
後
期
の
大
覚
寺
を
除
き
他
寺
で
は
み
ら
れ
な
い
。
御
室
は
王
家
（
院
権
力
）
が
真
言
密
教
界
に
送

り
込
ん
だ
「
皇
統
の
門
流
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
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二
　
仁
和
寺
御
室
の
特
質

こ
う
し
て
創
出
さ
れ
た
御
室
は
法
親
王
と
し
て
従
来
の
僧
侶
の
身
分
体
系
か
ら
〈
超
越
〉
し
た
存
在
で
も
あ
っ
た
。
「
海
人
藻
芥
」
に
よ
れ
ば

「
僧
中
ニ
ハ
、
親
王
ノ
青
田
、
宮
ト
襟
回
、
不
レ
可
レ
有
レ
之
、
其
謂
ハ
、
宮
ハ
王
姓
也
、
既
成
二
僧
正
・
法
印
等
｝
凡
官
也
」
と
あ
り
、
宮
（
法
親
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⑪

王
）
は
王
家
、
僧
綱
位
は
凡
才
（
臣
籍
）
と
い
う
身
分
体
系
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
法
親
王
は
、
僧
綱
制
と
い
う
身
分
秩

序
の
上
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
法
親
王
制
度
は
御
室
の
み
で
な
く
延
暦
寺
・
園
城
寺
な
ど
の
母
親
僧
に
も
広
く
適
用
さ
れ
た
。
で
は
諸
権
門
寺
院
に
配
さ
れ
た
法
親
王
の
中

で
、
御
室
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
第
一
に
、
御
室
は
つ
ね
に
法
親
王
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
政
策

は
天
台
座
主
な
ど
他
の
僧
籍
に
は
見
ら
れ
な
い
制
度
で
あ
っ
た
、
第
二
に
、
他
寺
の
法
親
王
に
は
、
一
且
臣
下
身
分
た
る
僧
綱
に
任
じ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

後
に
法
親
王
位
を
与
え
ら
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
の
に
対
し
、
御
室
の
み
は
法
親
王
直
管
が
原
鋼
で
あ
っ
た
。
御
室
の
地
位
と
法
親
王
位
は
不

可
分
な
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
僧
綱
制
と
い
う
既
存
の
身
分
体
系
に
属
す
る
僧
侶
す
べ
て
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
御
室
は
院
権
力
に
よ

っ
て
寺
院
界
の
頂
点
に
据
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
れ
ま
で
御
室
の
「
遁
世
門
の
御
ふ
る
ま
ひ
」
に
つ
い
て
考
察
を
保
留
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
御
室
が
僧
侶
集
団
の
中
で
ど
の
よ
う
な

存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。

　
松
尾
剛
次
氏
は
、
国
家
的
得
度
・
受
戒
制
下
に
あ
っ
て
僧
官
位
を
有
し
、
国
家
的
法
会
に
参
加
す
る
僧
侶
を
門
官
僧
」
と
し
、
門
官
僧
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

離
脱
し
て
独
自
の
入
門
儀
礼
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
僧
侶
を
遁
世
僧
と
区
分
さ
れ
た
。
初
代
性
信
以
降
、
御
室
は
国
家
的
得
度
・
受
戒
を
遂
げ
て
お

り
、
松
尾
氏
の
区
分
に
従
え
ば
「
官
僧
」
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
遁
繊
僧
と
は
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
性
信
は
、
三
条
皇
統
の
没
落
と
い
う
俗
界
で
の
不
遇
を
原
因
と
し
て
出
家
し
て
お
り
、
出
家
後
も
僧
綱
の
官
位
に
は
属
さ
ず
、
そ

の
晩
年
ま
で
無
品
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
牛
山
佳
幸
氏
は
、
不
運
・
不
遇
が
原
因
で
出
家
・
遁
世
し
た
親
王
を
門
入
道
親
王
」
と
し
、
出
家
後
も

親
王
と
し
て
の
待
遇
を
与
え
ら
れ
、
国
家
的
法
会
に
携
わ
る
「
法
親
王
偏
と
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
実
態
と
し
て
は
性
信
は
前
里
の
範
疇
に
入

⑭る
。
僧
侶
の
身
分
体
系
か
ら
み
て
も
「
入
道
親
王
」
た
る
性
信
は
、
「
官
僧
」
が
属
す
べ
き
律
令
糊
的
規
範
た
る
僧
綱
制
か
ら
逸
脱
し
た
存
在

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
治
暦
三
年
以
前
の
性
信
は
「
官
僧
」
が
行
う
べ
き
公
家
御
修
法
（
公
請
）
に
携
わ
っ
て
い
な
い
。
彼
の
宗
教
的
実
践
か
ら

す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
遁
世
門
の
御
ふ
る
ま
ひ
に
て
、
御
室
に
引
籠
り
」
と
称
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
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し
か
し
性
信
は
、
治
暦
三
（
～
〇
六
七
）
年
に
公
請
の
対
象
と
な
り
、
永
保
三
（
一
〇
八
三
）
年
に
は
、
二
品
に
叙
さ
れ
て
親
王
と
し
て
の
園
家

的
給
付
を
受
け
る
な
ど
、
後
の
「
法
親
王
」
に
準
ず
る
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
。
　
つ
ま
り
院
権
力
に
よ
り
登
用
さ
れ
て
以
後
、
「
官
僧
」
と
し
て

の
性
格
を
徐
々
に
備
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
血
気
や
そ
れ
以
降
の
御
室
は
、
僧
位
乙
鳥
や
法
務
な
ど
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
僧
綱
制
と
い
う
既
存
の
身
分
秩
序
か
ら
は
は
ず
れ
た

存
在
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
真
言
宗
の
制
度
上
の
統
括
老
で
あ
る
東
寺
長
者
に
も
任
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
官
僧
」
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
つ
つ

も
、
御
室
が
「
遁
世
門
」
と
認
識
さ
れ
た
の
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
遁
世
僧
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
既
述
の
よ
う
に
、
従
来
の
規
範
で
は

と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
属
性
を
保
ち
続
け
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
法
親
王
（
王
家
）
と
僧
綱
（
臣
下
）
と
の
問
に
は
身
分
体
系

の
差
異
が
存
在
し
た
。
他
の
僧
籍
と
は
異
な
り
、
仁
和
寺
御
室
の
地
位
の
み
が
常
に
法
親
王
た
り
え
た
。
こ
の
〈
超
越
〉
こ
そ
は
、
御
室
が
「
遁

世
門
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
の
本
質
で
あ
っ
た
。
あ
え
て
い
え
ば
縁
家
的
法
会
に
携
わ
る
「
官
僧
」
と
既
存
の
枠
組
み
か
ら
く
超
越
〉
し
た
遁
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

僧
の
両
方
の
属
性
を
備
え
た
特
異
な
タ
イ
プ
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
が
御
室
の
属
性
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
以
上
で
は
、
後
三
条
が
ミ
ウ
チ
僧
た
る
性
信
を
王
家
の
御
持
僧
と
し
て
登
用
し
、
以
後
の
院
権
力
が
自
ら
の
分
身
と
し
て
仁
和
寺
御
室

を
再
生
産
し
た
こ
と
、
御
室
は
常
に
法
親
王
と
し
て
寺
院
界
の
頂
点
に
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
、
仁
和
寺
御
室
が
従
来
の
規
範
で
は
と
ら
え
ら

れ
な
い
、
全
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
宗
教
権
門
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
こ
の
中
世
的
宗
教
権
門
の
幽
現
は
、
真
言
密
教
界
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
院
権
力
の
宗
教
政
策
と
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
、
御
室
の
真
言
宗
支
配
の
様
相

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

①
　
　
「
御
室
絹
承
記
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
仁
和
寺
史
料
』
寺
誌
編
～
、

　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
三
冊
、
一
九
六
四
年
）
三
頁
。

②
　
「
小
右
記
」
寛
和
元
年
五
月
一
九
日
条
。

③
　
「
中
筋
詑
」
寛
治
六
年
三
月
ご
○
日
条
。
同
月
一
九
日
条
の
「
太
上
皇
御
子
仁

　
和
寺
御
室
」
と
あ
る
の
が
管
見
の
限
り
人
閥
を
御
室
と
呼
称
し
た
初
見
で
あ
る
。

④
　
庫
章
注
②
平
岡
A
・
B
払
醐
文
。

⑤
別
当
尋
清
は
藤
原
兼
道
の
孫
に
あ
た
る
。
か
な
ら
ず
し
も
王
家
密
着
型
の
寺
院

　
と
は
い
え
な
い
。

⑥
性
儒
（
師
明
）
の
出
家
の
事
情
は
、
序
章
注
②
平
岡
B
論
文
、
六
三
五
頁
。
私

　
見
を
交
え
て
再
考
し
た
い
。
師
明
は
三
条
天
皇
の
即
位
の
夜
後
、
覧
弘
入
年
（
一
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〇
一
じ
一
〇
月
五
臼
、
敦
明
ら
兄
弟
五
人
と
と
も
に
親
王
宜
下
を
受
け
て
い
る

　
（
『
権
記
」
）
。
聡
明
は
皇
太
子
と
な
っ
た
が
、
三
条
天
皇
死
後
、
道
長
の
顧
力
を

受
け
、
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
八
月
に
、
皇
太
子
の
地
位
を
辞
退
し
て
小
一
条

院
の
院
号
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
三
条
天
皇
の
皇
統
は
皇
位
継
承
権
を
失
っ
た
の
で

あ
る
（
山
中
裕
川
霧
一
条
院
（
鮮
明
親
王
）
考
」
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記
念
会
編

　
『
律
令
国
家
と
貴
族
縫
会
』
、
一
九
六
九
年
）
。
こ
の
直
後
、
翌
年
八
月
二
七
日
に

師
明
は
詩
家
を
遂
げ
る
。

　
　
こ
の
悶
の
事
情
は
「
栄
華
物
戴
閣
」
（
巻
第
一
四
、
あ
さ
み
ど
り
）
に
記
さ
れ
て

　
い
る
。
小
｝
条
院
が
幼
い
性
儒
を
養
子
と
し
元
服
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、

同
母
兄
敦
儀
親
王
が
妬
ん
だ
た
め
、
性
儒
は
繊
家
を
決
意
し
た
と
い
う
。
た
だ
直

接
の
動
機
は
「
年
頃
出
家
の
本
意
深
く
凝
る
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
平
岡
氏
の

引
用
す
る
「
三
外
往
生
伝
」
（
『
続
群
書
類
従
』
伝
部
）
の
「
天
皇
曇
駕
之
後
、
不

レ
堪
二
恋
慕
ハ
遂
任
二
素
意
ハ
於
濫
費
湘
寺
一
揖
家
」
と
い
う
、
父
三
条
天
皇
の
死
を

指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
出
家
は
父
三
条
天
皇
の
死
・
兄
小
一
条
院
の
皇
位
継

承
権
喪
失
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
な
お
道
長
・
彰
子
は
出
家
後
の
性
僑
を
積

　
極
約
に
保
護
し
て
い
る
。
　
こ
れ
は
道
長
が
小
｝
条
院
に
対
し
て
行
っ
た
懐
柔
策

　
（
前
掲
山
中
論
文
）
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
以
上
か
ら
、
軍
事
の
仁
和
寺
入
寺
が
、
寺
院
統
制
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

　
俗
世
か
ら
の
遁
世
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑦
性
信
の
経
歴
は
、
注
①
「
御
室
相
承
記
」
を
参
照
。
ま
た
結
縁
灌
頂
の
中
絶
に

　
つ
い
て
は
「
中
右
記
」
承
徳
二
年
二
月
一
八
日
条
。

⑧
「
孔
雀
経
法
華
大
御
窪
以
後
」
（
『
続
群
書
類
従
』
釈
家
都
）
。
な
お
治
暦
元

　
年
に
も
性
信
が
孔
雀
経
法
を
修
し
た
と
い
う
記
事
を
載
せ
て
い
る
が
、
治
暦
三
年

　
の
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
　
治
麿
三
年
当
蒔
、
性
信
は
穴
四
歳
と
い
う
高
齢
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
齢
ま
で
公

　
請
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
性
信
と
後
三
条
以
前
の
王
家
と
の
関
わ
り
の
僑
薄

　
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

⑩
　
承
久
の
乱
以
後
、
両
統
迭
立
ま
で
①
後
鳥
羽
－
順
徳
一
仲
恭
、
②
後
高
倉
f
後

　
堀
河
一
四
条
、
③
土
御
門
！
御
零
餓
の
皇
統
が
交
替
し
た
。
具
体
的
経
過
は
省
略

　
す
る
が
、
御
室
の
地
位
は
、
①
か
ら
②
へ
の
交
替
で
は
、
後
鳥
羽
息
道
助
か
ら
後

　
高
倉
悪
道
深
へ
、
②
か
ら
③
の
交
替
で
は
、
道
深
か
ら
九
条
道
家
患
法
助
の
中
継

　
ぎ
を
経
て
、
後
嵯
峨
息
性
助
へ
と
、
皇
統
の
交
替
と
連
動
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
　
王
家
が
分
裂
す
る
両
統
迭
立
期
に
は
、
持
明
院
統
が
御
室
を
独
占
す
る
。
こ
れ

　
に
鱒
抗
し
て
大
覚
寺
統
の
後
宇
多
院
は
真
言
宗
界
に
介
入
す
る
。
後
醍
醐
天
皇
の

　
宗
教
政
策
の
前
提
と
も
な
る
後
宇
多
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
は
、
別
戸
で
検
討
し

　
た
い
。

◎
　
『
群
書
類
従
』
雑
部
。
応
永
二
七
（
一
四
二
〇
）
年
成
立
と
い
う
。

＠
　
例
え
ば
天
台
系
法
親
王
の
初
見
で
あ
る
最
雲
は
、
久
寿
三
年
三
月
三
〇
日
に
権

　
僧
正
に
任
じ
ら
れ
た
後
、
保
元
三
年
三
月
｝
一
日
に
親
王
宣
下
を
受
け
て
い
る
。

　
延
贋
寺
の
承
仁
・
胃
性
ら
も
同
誌
で
あ
る
。

⑩
　
松
尾
覇
次
『
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
』
（
一
九
八
八
年
）
、
同
『
鎌
倉
新
仏
教
の
誕

　
生
』
（
一
九
九
五
年
）
。
中
世
に
お
け
る
「
遁
世
」
は
様
々
論
議
さ
れ
て
お
り
、
必

　
ず
し
も
明
確
な
概
念
規
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
第
一
に
注
意
す
べ
き
は
、

　
遁
世
と
交
衆
は
僧
侶
の
宗
教
的
実
践
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
久
野
氏
に
よ
れ
ば
、

　
遁
世
と
交
衆
を
繰
り
返
す
僧
侶
が
広
範
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
序
草

　
注
⑥
論
文
二
二
〇
・
一
一
二
…
頁
）
。
　
つ
ま
り
遁
世
僧
僧
団
と
官
僧
僧
団
と
を
あ
た

　
か
も
圃
翻
し
た
組
織
と
し
て
完
全
に
二
分
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

　
る
。
第
二
に
あ
げ
た
い
の
は
、
遁
世
と
い
う
歴
史
用
語
が
も
つ
多
義
性
で
あ
る
。

　
　
「
世
を
巡
れ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
α
貴
族
・
武
士
な
ど
の
俗
界
に
あ
る
も
の

　
が
俗
世
間
か
ら
離
脱
す
る
場
合
、
β
僧
侶
が
僧
界
か
ら
離
脱
し
工
重
繊
家
を
遂
げ

　
る
場
含
、
の
二
類
型
が
あ
っ
た
。
聖
・
上
人
と
さ
れ
る
僧
侶
は
、
α
（
文
覚
・
西

　
行
）
・
β
（
重
源
・
貞
慶
・
明
恵
・
法
然
ら
）
と
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
あ
り
得
た

　
　
（
西
行
の
勧
進
活
動
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛
『
羅
行
の
思
想
史
的
研
究
』
｝
九

　
七
八
年
、
二
九
三
一
三
二
五
頁
）
。
遁
世
・
遁
世
僧
概
念
は
い
ま
だ
確
定
し
て
い
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る
と
は
尊
い
難
く
、
遁
世
の
持
つ
社
会
的
意
義
が
中
世
仏
教
史
上
重
要
で
あ
る
だ

　
け
に
、
そ
の
概
念
規
定
に
は
さ
ら
な
る
追
究
が
必
要
で
あ
る
。

⑭
牛
山
「
入
道
親
王
と
法
親
王
の
関
係
に
つ
い
て
」
1
3
章
注
③
著
書
所
収
。
牛
山

　
氏
は
、
松
尾
氏
の
二
分
類
を
前
提
と
し
て
、
入
道
親
王
が
何
ら
か
の
政
治
的
理
由

　
に
よ
っ
て
、
尊
家
し
た
遁
世
僧
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
法
親
王
は
顯
家
か
ら
そ
の

　
地
位
（
・
気
位
）
を
保
障
さ
れ
た
「
官
僧
」
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
妾
時
、
初
代
御

　
室
性
心
は
ま
さ
に
遁
世
僧
た
る
入
道
親
王
と
称
ざ
れ
て
い
た
。
牛
山
氏
は
法
親
至

　
制
の
実
質
的
開
始
を
性
僧
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
幣
信
が
二
品
と
い
う
国
家
的

　
保
護
を
う
け
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
性
信
が
　
一
贔
に
叙
さ
れ
た

　
の
は
、
永
保
三
（
一
〇
八
ヨ
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
叙
二
品
に
お

　
い
て
性
信
は
よ
う
や
く
実
質
的
な
「
法
親
王
」
と
し
て
の
処
遇
を
与
え
ら
れ
た
の

　
で
あ
る
。

⑮
遁
世
僧
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
的
法
会
に
携
わ
る
と
い
う
僧
侶
は
、
少
な
い
な

　
が
ら
も
存
在
し
て
い
る
。
古
く
は
実
子
の
乱
に
連
座
し
出
家
を
遂
げ
た
後
も
「
官

　
僧
」
的
活
動
を
行
っ
て
い
た
入
道
高
雷
親
王
（
牛
山
注
⑭
論
文
の
注
⑳
参
照
）
や
、

　
注
⑬
に
挙
げ
た
β
に
属
す
る
聖
心
・
栄
酉
・
叡
尊
も
公
家
御
願
の
法
会
や
修
法
を

　
行
っ
て
い
る
（
覚
鎧
に
つ
い
て
は
櫛
田
良
洪
『
覚
鍍
の
研
究
』
一
九
七
五
年
）
。
特

　
に
叡
尊
の
蒙
古
襲
来
時
に
お
け
る
異
国
降
伏
は
著
名
で
あ
る
．
（
和
島
芳
男
『
叡
尊
・

　
忍
性
』
人
物
叢
書
、
一
九
五
九
年
、
六
八
頁
以
下
）
。
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第
二
章
　
御
室
と
真
雷
宗
支
配
機
構
の
再
編
成

　
周
知
の
よ
う
に
真
言
宗
の
中
心
寺
院
は
東
寺
で
あ
り
、
東
寺
の
長
事
た
る
長
者
は
「
宗
長
者
」
と
し
て
金
劉
中
寺
・
醍
醐
寺
・
神
護
寺
・
禅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

林
寺
・
円
成
寺
・
勧
修
寺
・
貞
観
寺
・
遍
照
寺
・
円
堂
院
（
仁
和
寺
）
な
ど
の
末
寺
を
支
配
し
て
い
た
。
東
寺
長
者
は
主
に
仁
和
寺
・
醍
醐
寺
に

居
住
す
る
僧
侶
が
就
任
し
て
い
る
。
さ
ら
に
末
寺
に
も
金
翔
峯
寺
検
校
・
醍
醐
寺
座
主
・
仁
和
寺
別
当
（
検
校
）
等
の
長
官
が
お
り
、
各
寺
院
を

運
営
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
御
室
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
露
髄
寺
の
寺
院
機
構
は
改
変
さ
れ
た
。
そ
れ
は
御
室
風
信
が
別
当
で
は
な
く
検
校
と
い
う
新
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

地
位
に
つ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
仁
和
寺
に
は
真
言
宗
の
管
轄
者
で
あ
る
東
寺
長
者
に
就
任
す
る
高
僧
が
常
住
し
て
い
る
。
し
か
し
仁
和
寺
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
名
屠
化
し
た
別
当
に
補
任
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
法
流
の
上
か
ら
は
御
室
の
弟
子
と
し
て
そ
の
支
配
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
御
室
は
宗
の

機
構
上
の
管
轄
者
で
あ
る
仁
和
寺
系
東
寺
長
者
を
師
資
相
承
原
理
に
よ
り
人
的
支
配
下
に
お
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
仁
和
寺
法
流
と
い

う
人
的
支
配
が
真
言
宗
の
機
構
制
度
上
の
支
配
に
優
越
す
る
新
た
な
枠
組
み
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
一
二
世
紀
初
頭
成
立
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

『
後
拾
遺
往
生
伝
』
門
性
信
」
の
項
に
は
「
東
寺
八
箇
之
末
寺
、
写
録
一
身
之
最
也
」
と
あ
り
、
す
で
に
性
信
の
時
期
に
は
、
御
室
は
真
言
宗



寺
院
に
な
ん
ら
か
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

え
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
御
室
の
成
立
が
真
言
宗
寺
院
界
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

官
位
昇
進
ル
ー
ト
の
裳
握

ま
ず
僧
侶
の
人
事
権
に
注
目
し
、
御
室
の
人
的
支
配
の
側
面
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

真
言
宗
の
僧
綱
昇
進
ル
…
ト
は
東
寺
灌
頂
院
と
仁
和
寺
観
音
経
の
結
縁
灌
頂
が
あ
り
、
こ
こ
で
両
小
灌
頂
阿
閣
梨
を
勤
め
た
僧
侶
（
已
灌
頂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

仁和寺御室考（横内）

蓑1　寿永3年の真言宗僧綱の状況（僧位と僧官は重複

　　あり言例法印大僧都など）

僧官i仁1醍1勧1僧位1　仁　｝醍1勧

ハ
U
　
　
O
　
　
O

1
　
　
0
　
　
2

法印

法眼

法橋

　　7
　　3
　　14
1（内房官6）

G
　
　
1
　
　
0

0
　
　
2
　
　
1
4

1
　
　
ρ
◎
　
6

正
書
師

僧
僧
律

計1151311i計
24 3i　O

単位は人数。仁扁仁和寺，醍・・醍醐寺，勧需勧修寺をさす。

出典は「僧綱補任残欠」（r大日本仏教全等』伝記叢書）。

は
、
前
任
者
の
欠
を
待
っ
て
権
律
師
に
補
任
さ
れ
た
。

　
さ
て
小
灌
頂
県
勢
梨
の
推
挙
は
仁
和
寺
灌
頂
設
置
以
前
は
東
寺
長
者
が
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

仁
和
寺
灌
頂
設
置
以
後
、
御
室
も
推
挙
を
行
っ
て
い
る
。
御
室
が
長
者
と
な
ら
び
、
公
式
の
僧
綱
昇
進

ル
…
ト
で
の
推
挙
権
を
得
た
の
で
あ
る
。
一
二
世
紀
後
半
に
は
、
已
灌
頂
は
仁
和
寺
出
身
僧
で
占
め
ら

　
　
　
　
⑦

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
御
室
の
推
挙
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
師
資
相
承
を
通
じ
た
昇
進
ル
ー
ト
が
あ
る
。
僧
侶
に
は
公
家
御
修
法
等
の
勧
賞
に
官
位
の
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

進
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
弟
子
僧
に
「
譲
」
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
承
保
元
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

〇
七
四
）
年
、
御
室
景
況
は
弟
子
行
禅
を
孔
雀
経
法
勧
賞
の
譲
で
、
二
長
者
に
加
任
さ
せ
て
い
る
。
御

室
は
譲
に
よ
り
東
寺
長
者
の
地
位
を
も
左
右
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
僧
侶
の
昇
進
ル
ー
ト
掌
握
の
結
果
、
室
町
期
に
は
「
東
寺
一
宗
ノ
先
途
者
多
ク
依
ニ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

御
室
ト
長
者
ト
ノ
吹
挙
噛
公
方
又
被
レ
尋
二
下
此
両
所
二
一
云
女
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
御
室
は
師
資
相

承
原
理
を
挺
子
に
し
て
公
的
管
掌
者
で
あ
る
東
寺
長
者
と
並
び
立
ち
、
二
番
宗
の
人
事
権
を
掌
握
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
一
二
世
紀
末
の
真
言
宗
僧
綱
の
割
合
を
み
る
と
、
仁
和
寺
僧
は
醍
醐
寺
・
勧
修
寺
に
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較
べ
圧
倒
的
に
多
い
（
表
－
）
。
御
室
の
人
事
権
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
真
言
静
院
の
系
列
化

　
本
節
で
は
権
門
の
系
列
化
と
い
う
視
点
を
軸
に
、
御
室
と
個
々
の
寺
院
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
検
討
し
て
み
た

遭
。

し　
ア
　
東
　
寺
　
支
　
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
東
寺
と
御
室
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
五
味
文
彦
氏
の
検
討
が
あ
る
。
五
味
氏
は
、
a
応
徳
元
（
一
〇
八
四
）
年
、
東
寺
と
相
論
し
て
い
た
成

願
寺
観
範
が
御
室
性
信
を
頼
り
、
東
寺
長
者
へ
の
圧
力
を
期
待
し
て
い
る
事
例
、
b
大
治
五
（
＝
三
〇
）
年
、
夕
蝉
が
、
大
山
庄
に
賦
課
さ
れ

た
国
役
免
除
を
図
り
、
御
室
覚
法
に
知
行
国
主
と
の
調
整
を
依
頼
し
て
い
る
事
例
、
c
天
承
二
（
コ
三
二
）
年
、
大
山
庄
と
摂
関
家
領
宮
田
庄

と
の
相
論
の
際
、
東
寺
は
関
白
藤
原
忠
実
と
の
調
整
を
御
室
覚
法
に
依
頼
し
、
「
殿
下
御
教
書
」
を
獲
得
し
て
相
論
の
解
決
を
図
っ
た
事
例
、

を
挙
げ
る
。

　
以
上
か
ら
、
御
室
の
東
寺
長
者
に
対
す
る
政
治
的
優
位
（
a
）
、
諸
権
門
と
の
調
整
を
図
り
う
る
権
威
の
高
さ
（
b
・
c
）
が
判
明
す
る
。
こ
こ

で
確
認
し
た
い
の
は
、
真
言
宗
機
構
に
お
け
る
御
室
の
位
置
で
あ
る
。
御
室
は
、
形
式
的
に
は
東
寺
宋
寺
た
る
仁
和
寺
の
長
官
（
検
校
）
に
す
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ず
、
東
寺
の
正
式
な
支
配
機
構
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
制
度
上
の
真
言
宗
の
長
官
は
あ
く
ま
で
仁
和
寺
や
醍
醐
寺
出
身
の
東
寺
長
者
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
諸
権
門
と
の
競
合
に
際
し
て
、
院
権
力
と
結
び
つ
い
た
宗
教
権
門
た
る
御
室
の
政
治
力
に
菓
寺
が
依
存
す
る
構
造
が
で
き

あ
が
っ
て
い
く
。
一
二
世
紀
中
葉
に
は
、
真
書
宗
の
中
心
寺
院
で
あ
る
東
寺
が
御
室
に
従
属
す
る
系
列
化
が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
イ
　
伝
法
院
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
さ
て
高
野
山
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
大
治
元
（
一
＝
一
六
）
年
、
覚
饅
が
高
野
山
内
に
建
立
し
た
伝
法
院
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　
大
治
四
（
一
一
二
九
）
年
、
覚
鍵
は
国
免
庄
で
あ
っ
た
伝
法
院
領
石
壁
庄
の
院
に
よ
る
立
券
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
白
河
院
の
院
宣
を
獲
得
す
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⑮

る
た
め
「
御
室
政
所
裁
」
を
申
請
し
て
い
る
。
佐
藤
泰
弘
氏
に
よ
る
と
、
一
一
世
紀
末
期
か
ら
天
皇
・
院
が
庄
園
を
立
翻
す
る
よ
う
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

庄
園
の
要
件
と
し
て
天
皇
・
院
の
認
可
が
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
。
立
券
に
天
皇
・
院
が
主
体
的
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
来
る
と
、
諸
権
門
は
天

皇
・
院
と
の
仲
介
者
を
必
要
と
す
る
。
覚
鍵
が
御
室
骨
法
に
院
と
の
仲
介
を
求
め
た
の
は
、
覚
法
が
白
河
院
の
子
で
あ
る
と
い
う
血
縁
関
係
を

重
要
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
仁
安
三
（
二
六
八
）
年
、
大
伝
法
院
と
金
剛
峯
寺
と
の
聞
で
相
論
が
発
生
し
、
後
白
河
院
の
院
庁
で
対
決
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
大
伝
法

院
僧
徒
は
「
以
二
禅
定
法
親
王
御
挙
状
ハ
宜
レ
被
レ
罷
工
　
太
上
天
皇
叡
覧
一
也
」
と
御
室
覚
性
の
挙
状
を
求
め
、
覚
性
を
通
じ
て
相
論
を
有
利
に

運
ぼ
う
と
し
た
。
　
こ
こ
で
も
「
法
親
王
、
内
受
二
　
鳥
羽
法
皇
之
余
流
ハ
外
学
一
嚢
祖
大
師
之
遺
教
ハ
一
流
定
不
レ
芳
哉
、
何
況
両
方
哉
」
と
覚

性
が
鳥
羽
の
子
息
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
さ
ら
に
承
安
三
（
二
七
三
）
年
、
大
伝
法
院
は
「
為
レ
浸
潤
権
威
こ
め
、
大
伝
法
院
・
密
厳
院
の
座
主
職
を
法
親
王
家
に
寄
進
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

こ
う
し
て
伝
法
院
は
一
蒔
的
に
仁
和
寺
末
寺
と
な
る
。

　
御
室
と
伝
法
院
と
の
関
係
で
特
微
的
な
の
は
、
御
室
に
よ
る
上
か
ら
の
統
制
面
よ
り
も
、
伝
法
院
側
が
寺
院
機
構
・
経
済
基
盤
の
整
備
を
図

る
際
に
御
室
に
積
極
的
に
依
存
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
そ
の
際
注
意
す
べ
き
事
実
と
し
て
、
伝
法
院
と
本
寺
で
あ
る
金
剛
峯
寺
と
の
対
立

抗
争
が
あ
る
。
伝
法
院
は
、
金
剛
峯
寺
に
対
抗
す
る
た
め
、
院
と
の
つ
な
が
り
の
あ
る
御
室
の
「
権
威
」
を
戴
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ

た
。　

ウ
　
金
剛
峯
寿
支
齪

　
金
岡
峯
寺
座
主
は
東
寺
一
長
者
が
兼
任
し
、
在
地
の
寺
家
政
所
を
支
配
し
、
朝
廷
や
幕
府
と
の
交
渉
、
検
校
や
供
僧
の
補
任
、
寺
僧
の
加
入

　
　
　
　
　
　
　
⑳

認
定
を
行
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
網
論
な
ど
政
治
的
事
件
が
発
生
す
る
と
御
室
の
介
入
が
度
々
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
建
保
六
（
一
二
一
八
）
年
、
金
嗣
峯
寺
と
吉
野
と
の
間
で
堺
相
論
が
発
生
し
、
院
の
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
翌
年
に
行
わ
れ
た
堺
実
検
で
は
、

裏
側
が
御
室
道
助
に
対
し
て
院
使
下
向
中
の
「
御
山
経
廻
之
流
事
、
無
レ
煩
之
様
二
可
レ
有
二
御
沙
汰
一
之
由
」
を
申
し
入
れ
、
道
助
は
こ
れ
を
受
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㊧

け
、
直
接
金
剛
峯
寺
検
校
に
同
寺
狼
籍
輩
の
交
名
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
院
は
東
寺
一
長
者
で
は
な
く
御
室
に
高
野
山
内
の
安
全
を
保
証
さ

せ
、
金
剛
峯
寺
へ
の
指
令
を
東
寺
一
長
者
を
通
さ
ず
、
御
室
を
介
し
て
伝
え
し
め
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、

　
　
α
院
…
東
寺
一
長
者
一
金
醐
峯
寺
検
校

と
い
う
本
来
の
命
令
系
統
の
他
に
、

　
　
β
　
院
一
御
室
1
金
岡
峯
寺
検
校

の
系
統
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
室
町
期
成
立
の
「
海
人
藻
芥
」
に
よ
れ
ば
、
「
金
剛
峯
富
者
、
御
室
進
書
軸
、
但
東
寺
長
老
被
二
寺
務
一
者
也
」
と
あ
る
。
「
御
室
進
止
」
と
は
、

御
室
が
東
寺
一
長
者
に
よ
る
支
配
と
併
存
す
る
形
で
、
金
剛
峯
寺
に
対
す
る
新
た
な
支
配
を
打
ち
立
て
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
で
は
何
故
、
御
室
の
支
配
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
代
御
室
性
癖
以
来
、
歴
代
の
御
室
は
金
剛
峯
寺
へ
の
参
籠
を
行
い
、
堂
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
整
備
、
法
会
の
興
行
等
の
保
護
策
を
通
じ
、
金
剛
砂
寺
の
興
隆
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
保
護
政
策
は
金
剛
峯
寺
が
御
室
に
接

近
し
た
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
根
本
的
な
政
治
的
要
因
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
平
安
末
期
か
ら
金
翔
峯
寺
が
東
寺
一
長
者
の
支
配
か
ら

独
立
を
志
向
し
た
た
め
に
、
東
寺
の
金
剛
峯
寺
支
配
が
動
揺
を
き
た
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
中
期
に
は
、
菓
寺
と
金
剛
峯
寺
と
の
対
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
伝
法
院
を
巻
き
込
ん
で
一
層
深
ま
り
、
東
寺
長
者
で
は
も
は
や
統
制
不
可
能
な
状
況
を
墨
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
東
寺
の
金
剛
峯
寺
支
配
の

動
揺
が
原
因
と
な
っ
て
、
金
欄
峯
寺
は
東
寺
一
長
老
の
支
配
か
ら
次
第
に
離
れ
、
御
室
に
接
近
す
る
の
で
あ
る
。

　
工
　
御
室
に
よ
る
翼
言
宗
支
配
の
横
造

　
弘
長
三
年
（
＝
エ
ハ
三
）
一
〇
月
一
二
日
付
の
「
仁
和
寺
興
隆
倹
約
等
条
彫
」
と
の
文
言
に
始
ま
る
一
一
箇
条
の
糊
塗
が
東
寺
観
智
院
に
残
さ

　
　
　
㊧

れ
て
い
る
。
当
時
の
御
室
法
助
が
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
寺
院
新
制
に
は
、
可
レ
被
レ
修
二
造
東
寺
一
（
第
二
条
）
、
可
レ
被
レ
興
二
隆
真
言
院
後

七
日
法
一
事
（
第
三
条
）
、
東
寺
長
者
可
レ
被
レ
男
盛
器
量
一
審
（
第
四
条
）
、
可
レ
被
レ
修
二
治
神
泉
苑
一
事
（
第
五
条
）
、
可
レ
被
レ
停
二
食
高
野
山
大
衆
蜂
起
一

事
（
聴
路
条
）
、
仁
和
寺
以
下
章
魚
等
可
レ
有
二
修
造
一
事
（
第
七
条
）
、
な
ど
の
条
文
が
あ
る
。
仁
和
寺
に
関
わ
る
事
項
が
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
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東
寺
修
造
・
後
門
田
御
修
法
興
隆
・
東
寺
長
者
の
選
定
・
神
泉
苑
修
治
・
高
野
山
統
糊
な
ど
、
本
来
東
寺
長
者
の
管
轄
す
べ
き
事
項
が
列
挙
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
真
書
宗
の
実
質
的
管
轄
権
が
、
東
寺
長
者
か
ら
仁
和
寺
御
室
の
手
に
移
っ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

　
御
室
は
〈
東
寺
…
末
寺
〉
の
本
来
の
支
配
機
構
と
は
別
に
、
〈
御
室
一
菓
寺
・
宋
寺
〉
と
い
う
、
王
権
に
密
着
し
た
上
部
の
支
配
欝
欝
を
構

　
　
　
　
　
　
⑮

愉
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
御
室
は
真
言
宗
寺
院
の
頂
点
に
立
つ
に
至
っ
た
。
真
言
宗
寺
院
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
東
寺
1
金
剛
盗
人
－
伝

法
院
と
い
う
支
配
の
系
列
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
霞
立
を
指
向
し
始
め
る
中
で
、
そ
の
自
立
化
の
根
拠
・
手
が
か
り
と
し
て
仁
和
寺
御
室
を
推
戴

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
御
室
を
頂
点
と
す
る
求
心
構
造
の
形
成
は
、
中
世
寺
院
全
体
の
動
向
の
中
で
ど
の
よ
う
に
意
義
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
寺
院
側
の

動
き
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
の
は
、
御
窒
へ
の
求
心
力
が
寺
院
の
権
門
化
へ
の
志
向
と
密
接
不
可
分
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
＝
世
紀
よ
り
諸
寺
院
は
、
独
自
の
経
済
的
所
有
を
保
有
し
、
寺
院
機
構
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
権
門
化
を
図
っ
た
。

そ
の
結
果
、
東
寺
を
頂
点
と
し
た
従
来
の
統
制
機
構
は
動
揺
し
、
制
度
上
の
宗
長
者
た
る
東
寺
一
長
者
の
支
配
か
ら
の
離
脱
を
は
か
る
。
そ
の

一
方
で
、
権
門
化
の
た
め
に
必
要
な
庄
園
の
立
券
や
諸
権
門
と
の
競
合
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
訴
訟
の
提
起
が
院
権
力
に
集
約
さ
れ
る
に

従
い
、
自
ら
の
権
益
の
確
立
を
図
る
た
め
に
院
権
力
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
御
室
に
接
近
し
た
。
こ
こ
に
東
寺
を
含
め
た
真
言
諸
寺
院
が
御
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
依
存
す
る
求
心
的
構
造
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
形
式
的
に
は
仁
和
寺
検
校
に
す
ぎ
な
い
御
室
は
、
真
言
教
団
に
新
た
な
秩
序
を
構
築
し
た
。
そ
れ
は
、
東
寺
長
者
が
真
言
諸
寺
院

を
統
率
す
る
と
い
う
「
既
存
の
シ
ス
テ
ム
」
と
は
別
の
か
た
ち
で
、
諸
寺
院
を
院
権
力
の
も
と
に
結
集
さ
せ
る
回
路
で
あ
っ
た
。
御
室
は
僧
綱

制
や
寺
院
・
宗
派
組
織
等
の
忠
心
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
政
治
権
力
と
寺
院
と
を
媒
介
す
る
結
節
点
に
な
っ
て
い
た
。

　
で
は
真
言
教
団
を
再
編
し
主
導
し
た
御
室
は
、
政
治
権
力
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
い
か
な
る
宗
教
・
世
俗
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
次
章
で
は
仏
教
界
全
体
の
中
で
の
真
言
宗
の
位
置
付
け
を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

　
①
康
和
三
年
一
二
月
＝
日
「
結
撮
灌
頂
讃
衆
請
状
」
『
東
寺
文
書
』
書
一
四
。
　
　
　
　
②
　
「
海
人
藻
芥
」
（
一
章
注
⑪
）
に
は
「
仁
和
寺
長
吏
者
寺
務
也
、
照
合
別
当
モ
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有
レ
之
、
但
別
当
者
不
レ
及
二
寺
務
沙
汰
一
也
」
と
あ
り
、
従
来
の
別
当
が
形
骸
化
し

　
た
存
在
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
御
室
は
坊
政
所
た
る
法
親
王
庁
に
よ
り
仁
騨

　
寺
の
寺
務
を
執
り
行
っ
て
い
た
（
土
谷
恵
「
中
世
初
期
の
仁
和
寺
御
室
」
『
日
本
歴

　
史
』
四
五
一
、
一
九
八
五
年
）
。

③
仁
和
寺
法
流
（
瀦
称
広
沢
流
）
は
、
宇
多
を
始
祖
と
す
る
密
教
的
教
法
を
継
承

　
す
る
流
れ
で
あ
り
、
法
流
に
属
す
る
僧
侶
は
仁
和
寺
常
住
僧
の
み
な
ら
ず
寺
外
に

　
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
師
資
粗
承
原
理
が
擬
制
的
な
主
従
閨
係
の
形
懇
を
と
る

　
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
州
橋
懸
「
中
坐
寺
院
の
構
造
と
国
家
」
（
鰐
日
本
史
研
究
』

　
三
四
四
号
、
一
九
九
一
年
）
三
六
頁
。

④
　
『
往
生
伝
・
法
華
験
記
』
（
続
・
動
燃
仏
教
の
思
想
1
、
　
一
九
九
五
年
）
六
四

　
五
頁
。

⑤
こ
の
二
つ
の
法
会
は
、
院
権
力
の
真
言
宗
興
隆
政
策
の
一
環
と
し
て
仁
和
寺
僧

　
の
東
寺
一
長
者
寛
助
と
御
室
製
法
が
一
二
批
紀
前
半
に
設
烈
し
た
法
会
で
あ
る

　
（
序
章
注
②
平
岡
B
論
文
、
上
川
通
夫
「
平
安
後
期
の
東
寺
」
『
乗
口
文
省
研
究
』

　
二
照
号
、
一
九
八
五
年
）
。
仁
和
寺
観
音
院
灌
頂
は
、
保
延
五
（
一
＝
二
九
）
年
、

　
御
室
描
法
が
孔
雀
経
法
の
勧
賞
で
設
置
し
た
法
会
で
、
本
来
春
秋
二
期
行
わ
れ
て

　
い
た
東
寺
灌
頂
の
春
季
分
を
観
音
院
に
移
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
「
堀
河
院
御
願

　
尊
勝
寺
結
縁
灌
頂
事
」
東
寺
観
世
院
金
剛
蔵
鍵
教
第
一
董
○
譜
第
＝
二
軍
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
て

⑥
「
勘
仲
記
」
弘
安
一
〇
年
九
月
二
四
臼
条
に
は
「
仁
和
寺
宮
被
レ
申
、
今
享
東
寺

　
灌
頂
小
罪
閣
梨
勝
厳
所
望
事
、
令
誰
奏
聞
一
可
二
三
下
一
之
由
有
レ
仰
」
と
あ
り
、
御

　
室
に
よ
る
推
挙
が
確
菊
㈹
さ
れ
る
。

⑦
　
寿
永
越
年
の
已
濯
頂
の
内
訳
は
、
仁
和
寺
　
○
人
、
垂
雪
寺
一
人
、
勧
修
寺
一

　
人
の
割
合
で
圧
倒
的
に
仁
和
寺
僧
が
多
い
（
門
僧
綱
補
任
残
欠
」
『
大
日
本
仏
教
全

　
書
』
伝
記
叢
霞
）
。

⑧
醍
醐
寺
昏
夢
は
御
室
壷
網
の
孔
雀
経
法
の
護
摩
壇
に
門
彼
寺
（
醍
醐
寺
）
衆
徒

　
不
甘
心
」
と
非
難
さ
れ
な
が
ら
も
「
妊
参
勤
」
し
た
。
そ
の
理
由
は
「
或
人
云
、

　
為
レ
申
二
賜
勧
賞
一
云
々
」
と
、
確
実
に
勧
賞
を
見
込
め
る
御
室
の
御
修
法
の
伴
僧
を

　
勤
め
る
こ
と
で
、
薗
ら
の
弟
子
（
実
継
）
に
勧
賞
を
授
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
御
室
の
譲
り
は
醍
醐
奪
僧
を
も
引
き
つ
け
る
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
以
上
、
「
山

　
椀
記
」
文
治
謹
兀
年
八
月
二
六
日
条
。

⑨
前
繊
「
東
寺
長
者
補
任
」
同
年
条
。
ま
た
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
、
東
寺
二

　
長
老
寛
遍
は
御
室
覚
法
の
孔
雀
経
法
勧
賞
の
談
を
受
け
、
権
大
僧
都
か
ら
法
印
に

　
昇
進
し
、
　
一
長
者
権
大
僧
都
寛
信
を
超
え
、
　
一
長
者
に
就
任
し
た
（
「
東
寺
長
者

　
補
任
」
）
。

⑩
『
真
俗
雑
聞
抄
』
（
京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
謄
写
本
『
仁
和
寺
記
録
』
第
一
八
）
。

⑪
黒
田
俊
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
政
治
勢
力
の
結
成
な
ど
を
契
機
に
し
て
、
権
門
間
で

　
職
の
分
有
が
生
じ
、
権
門
の
系
列
化
が
進
む
と
い
う
（
黒
田
俊
雄
「
中
世
の
国
家

　
と
天
皇
」
『
日
本
中
世
の
圏
家
と
宗
教
』
一
九
七
五
年
）
。

⑫
　
五
味
文
彦
「
花
押
に
見
る
院
政
期
諸
階
層
」
（
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
一
九
八

　
四
年
）
。
　
a
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
国
成
願
寺
楽
観
範
解
…
（
平
安
遺
文
一
二
一
九
、

　
以
下
「
平
」
と
略
す
）
b
は
丹
波
工
大
山
荘
田
堵
瓦
解
（
平
二
一
六
九
）
、
c
東
寺

　
政
所
下
文
（
平
二
二
二
九
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
東
寺
と
御
室
と
の
関
係
に
つ

　
い
て
は
、
御
室
を
本
家
と
し
て
菩
提
院
町
営
が
設
立
し
た
東
寺
供
僧
供
料
庄
園
の

　
問
題
が
あ
る
が
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

⑬
先
の
事
例
を
も
つ
ズ
五
味
氏
は
、
一
二
世
紀
中
葉
に
綱
所
の
正
法
務
（
東
寺
一

　
長
者
）
・
惣
在
庁
が
仁
和
媒
僧
に
独
占
さ
れ
て
以
降
、
「
東
寺
・
綱
所
は
完
全
に
御

　
室
（
仁
和
寺
宮
）
に
掌
握
さ
れ
る
所
と
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
か
く
し
て
東
寺

　
は
仁
和
寺
の
宋
専
化
す
る
所
と
な
ウ
、
「
修
理
中
絶
、
寺
門
荒
廃
」
の
途
を
た
ど

　
る
。
」
と
評
価
さ
れ
た
。
氏
の
評
価
は
御
室
が
真
言
宗
界
に
黒
黒
的
に
確
立
し
た
地

　
位
を
構
築
し
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
御
室
が
成
立
す
る
一

　
一
世
紀
後
半
以
降
一
三
世
紀
末
ま
で
の
間
、
醍
醐
寺
系
僧
侶
の
一
長
者
は
五
七
代

　
中
二
〇
代
に
及
び
、
束
寺
長
者
を
仁
和
寺
僧
が
独
」
蒸
し
た
と
は
善
面
い
が
た
い
。
五

　
魚
鋤
自
ら
が
指
摘
さ
れ
て
い
ろ
よ
う
に
、
b
・
c
の
堀
論
の
際
の
東
寺
一
長
者
は

　
い
ず
れ
も
仁
和
寺
所
属
の
僧
侶
で
あ
る
。
御
室
の
支
配
は
こ
う
し
た
人
脈
関
係
を
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仁和寺御室考（横内）

　
副
本
と
し
て
院
権
力
と
結
合
し
た
上
位
権
門
と
し
て
の
権
威
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

　
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
本
寺
末
寺
関
係
の
よ
う
な
安
定
し
た
支
配
と
は

　
別
際
の
つ
な
が
り
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
御
室
は
來
寺

　
の
正
式
な
支
配
機
構
に
は
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

⑭
下
葉
に
つ
い
て
は
櫛
田
良
洪
償
．
覚
銭
の
研
究
』
（
一
九
七
五
年
）
参
照
。

⑮
高
野
山
沙
門
覚
鍍
点
綴
（
平
二
一
一
西
）
。

⑯
佐
藤
泰
弘
「
立
券
荘
号
の
成
立
」
（
『
史
林
』
七
六
巻
五
号
、
一
九
九
三
年
）
。

⑰
　
紀
伊
国
大
伝
法
院
僧
徒
解
案
（
平
四
八
五
八
）
。

⑱
根
来
要
書
一
〇
号
。

⑲
　
伝
法
院
座
主
職
は
こ
の
後
、
仁
和
寺
を
離
れ
、
醍
醐
寺
に
移
る
が
、
鎌
倉
中
期

　
に
結
局
仁
和
轟
V
菩
提
院
の
管
領
に
帰
す
（
櫛
眠
注
⑭
著
激
口
）
。

⑳
　
春
意
は
長
承
三
年
に
、
東
寺
一
長
者
が
金
剛
峯
寺
麗
主
を
兼
務
す
る
と
い
う
慣

　
例
を
破
り
、
金
剛
峯
寺
座
虫
に
就
任
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
東
寺
一
長
5
4
禽
疋
海

　
と
対
立
す
る
に
至
り
、
翌
保
延
元
年
に
は
覚
鍍
は
罷
免
さ
れ
、
座
或
・
一
長
者
兼

　
務
が
復
活
す
る
。
こ
れ
を
機
に
伝
法
院
は
東
寺
・
金
剛
峯
寺
か
ら
の
独
立
を
図
り

　
始
め
る
の
で
あ
る
。

⑳
　
平
瀬
直
樹
「
中
脳
寺
院
の
組
織
構
造
と
庄
園
支
配
」
（
『
日
木
史
研
究
臨
二
六
七

　
号
、
一
九
八
四
年
）
、
「
申
世
寺
院
の
身
分
と
集
団
」
（
中
世
寺
院
史
研
究
会
編
『
中

　
世
寺
院
・
災
の
研
究
』
、
一
九
八
八
年
）
。

＠
　
「
高
野
山
文
書
」
宝
簡
集
五
九
八
－
六
〇
三
、
六
二
七
－
六
三
三
（
『
大
摂
本
古

　
文
書
』
）
。

＠
　
　
「
古
書
隊
員
［
事
実
M
」
木
強
口
髭
六
〇
一
、
　
山
ハ
三
皿
二
。

⑳
　
一
章
注
⑪
参
照
。

㊧
　
応
徳
元
年
、
性
信
は
灌
頂
院
を
建
立
し
翌
年
か
ら
春
秋
二
期
の
灌
頂
を
始
め
て

　
い
る
（
「
高
野
春
秋
編
年
輯
録
」
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
）
。
御
室
迫
深
は
、
孔
雀
経

　
法
の
勧
賞
で
、
金
剛
峰
寺
検
校
を
永
代
法
橋
に
補
任
す
ろ
永
宣
旨
を
与
え
て
い
る

　
（
「
仁
和
寺
御
室
御
日
次
記
」
承
元
四
年
～
○
月
二
五
日
、
『
歴
代
残
欠
日
記
隔
）
。

⑭
　
豊
田
武
「
高
野
山
寺
領
の
変
遷
」
（
同
氏
編
『
高
野
山
領
庄
園
の
支
配
と
構
造
』

　
一
九
七
二
年
）
。

⑳
　
仁
治
三
（
一
二
四
二
）
年
、
金
剛
峯
寺
衆
徒
が
伝
法
院
衆
徒
を
供
僧
名
帳
よ
り

　
除
き
、
伝
法
院
を
焼
亡
せ
し
め
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
金
剛
峯
寺
検
校
以
下
三
〇

　
名
が
流
罪
と
な
り
、
混
乱
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
金
剛
再
三
座
主
健
東
寺
一
長
者

　
分
厳
海
は
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
宝
治
元
（
ご
…
四
七
）
年
に
、
御
室
帯
磁
が
「
以

　
大
法
之
賞
、
流
刑
赦
免
」
と
金
剛
峯
寺
衆
徒
の
赦
免
を
院
に
奏
聞
し
（
門
高
野
山

　
文
澄
口
」
又
傭
肌
宝
簡
集
一
八
○
山
ハ
）
、
院
も
「
太
↓
守
（
金
㎝
剛
怪
士
）
張
本
配
｝
掘
被
二
免

　
除
ハ
可
レ
令
レ
和
二
融
両
方
一
之
由
、
被
レ
懸
二
仰
仁
和
寺
宮
凹
如
侮
」
（
同
…
八
〇
九
）

　
と
鎌
倉
幕
府
に
相
談
し
、
結
局
、
後
嵯
峨
院
の
翻
与
の
院
宣
を
御
室
道
深
が
施
行

　
す
る
か
た
ち
で
両
寺
胡
論
の
版
画
を
図
っ
て
い
た
。
金
剛
峯
寺
側
の
相
論
を
主
導

　
す
べ
き
金
富
豪
講
座
主
翻
東
寺
一
長
者
は
相
論
解
決
に
は
全
く
寄
与
し
た
形
跡
が

　
な
い
。
院
は
東
寺
…
長
者
に
よ
る
解
決
を
不
可
能
と
み
な
し
、
御
室
の
手
に
委
ね

　
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
こ
の
乱
立
は
こ
れ
で
終
息
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
金
剛
峯
寺
に
敵
対
し
て
い
た

　
伝
法
院
座
主
、
仁
和
寺
僧
行
遍
が
、
東
寺
一
長
者
1
1
金
剛
峯
座
主
に
就
任
す
る
噸

　
が
流
れ
る
と
、
同
年
一
二
月
、
金
蝿
峯
寺
衆
徒
は
、
行
遍
の
一
長
者
就
任
停
止
を

　
求
め
る
寺
解
を
後
嵯
蛾
院
中
に
提
訴
し
、
閉
門
と
い
う
対
抗
手
段
を
取
っ
た
（
同

　
一
八
〇
五
…
一
八
〇
七
）
。
金
剛
峯
寺
衆
徒
は
、
申
状
を
御
忌
道
深
に
提
繊
す
る

　
な
ど
御
室
に
依
存
す
る
　
方
、
道
深
は
金
剛
峯
寺
の
意
向
を
院
に
伝
え
る
な
ど
相

　
論
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
（
瞬
一
八
○
八
）
。
東
寺
・
伝
法
院
・
金
剛
峯
寺
の
三

　
者
を
め
ぐ
る
対
立
は
御
室
以
外
に
混
乱
を
終
息
し
う
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

㊥
　
弘
長
三
年
一
〇
月
二
｝
臼
「
仁
和
寺
興
隆
倹
約
等
条
々
」
（
『
東
寺
観
智
院
金
剛

　
蔵
聖
臓
器
隔
第
＝
　
○
○
箱
第
六
隅
写
）
。

⑳
　
本
来
の
支
配
機
構
ハ
爽
寺
（
長
者
）
1
末
寺
〉
が
完
全
に
解
体
し
て
い
る
わ
け

　
で
は
な
く
、
制
度
上
で
は
室
町
期
に
も
存
続
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ

　
う
に
形
式
上
の
本
曇
関
係
に
あ
ら
わ
れ
な
い
形
で
、
実
質
的
に
爽
寺
や
諸
末
寺
が
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そ
れ
ぞ
れ
御
室
に
従
属
す
る
体
制
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

⑳
寺
院
界
で
の
系
列
化
の
進
行
は
貴
族
社
会
で
の
権
門
の
系
列
化
に
蜜
接
に
関
連

　
し
て
い
る
。
第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
御
室
の
宗
教
権
門
と
し
て
の
確
立
に
は
、

　
院
（
王
家
）
と
の
血
縁
が
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
興
福
寺
門
跡
へ

　
の
摂
関
家
子
弟
の
入
寺
・
醍
醐
寺
へ
の
村
上
源
氏
子
弟
の
入
寺
な
ど
、
一
一
世
末

　
よ
り
権
門
化
を
図
る
寺
院
は
没
俗
権
力
と
の
結
合
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
。
寺
院
と

　
世
俗
権
力
と
の
結
合
に
よ
り
、
貴
族
社
会
で
進
行
し
て
き
た
家
格
編
成
が
春
院
社

会
に
持
ち
込
ま
れ
、
世
俗
祉
会
で
の
貴
種
と
結
び
つ
い
た
権
門
寺
院
の
も
と
に
諸

寺
院
が
従
属
す
る
と
い
う
系
列
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
貴
族
と
貴
族
と
権
門

寺
院
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。
興
福
寺
に
つ
い
て
は
大

山
喬
平
「
近
衛
家
と
南
都
一
乗
院
」
（
岸
俊
男
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
政
治

赴
会
史
研
究
』
下
、
一
九
八
五
年
）
、
醍
醐
寺
に
つ
い
て
は
、
佐
和
隆
研
「
醍
醐

天
皇
と
醍
醐
寺
」
（
『
野
景
芸
術
』
一
五
〇
暑
、
一
九
八
三
年
）
、
お
よ
び
土
谷
恵

コ
撮
政
所
と
寺
家
政
所
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
王
　
一
二
、
一
九
八
八
年
）
。
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第
三
章
　
公
家
御
修
法
と
御
室

　
権
門
体
制
と
呼
ば
れ
る
中
世
の
國
家
体
制
に
お
い
て
、
寺
院
権
門
と
く
に
密
教
寺
院
の
果
た
し
た
国
家
的
役
割
は
、
法
会
や
護
国
修
法
で
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

家
権
門
を
護
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
先
行
研
究
で
は
院
政
期
に
護
持
僧
制
度
の
確
立
、
即
位
灌
頂
の
開
始
、
修
法
の
壮
大
化
・
多
指
継
が
指

　
　
②

摘
さ
れ
、
密
教
僧
に
よ
る
修
法
は
天
皇
の
息
災
・
延
命
を
祈
博
す
る
必
要
不
可
欠
の
装
置
に
な
っ
て
い
た
。
真
言
宗
の
公
家
護
持
の
最
重
要
修

法
に
は
仁
王
経
・
請
雨
経
・
孔
雀
経
・
守
護
経
・
普
賢
延
命
・
後
七
日
等
の
修
法
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
「
大
法
」
と
呼
ば
れ
、
青
枯
長
者
が

　
　
　
　
　
　
③

勤
修
し
て
い
た
。
本
章
で
は
特
に
修
法
に
注
目
し
、
東
寺
長
者
の
行
う
修
法
と
比
較
し
な
が
ら
、
院
政
期
に
新
た
に
成
立
し
た
御
室
の
宗
教
活

動
を
考
察
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
真
言
密
教
独
霞
の
社
会
的
役
割
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。

｝
　
孔
　
雀
　
経
　
法

　
速
水
侑
氏
に
よ
れ
ば
、
＝
～
世
紀
に
真
言
密
教
界
は
大
き
く
仁
和
寺
流
と
小
野
（
醍
醐
等
・
勧
修
寺
等
）
流
に
分
化
し
、
前
記
の
修
法
は
流
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
よ
り
次
第
に
独
占
・
継
承
さ
れ
て
い
く
。
仁
和
寺
流
の
大
法
た
る
孔
雀
経
法
は
、
「
禁
秘
抄
」
に
「
於
二
公
家
一
帯
御
出
者
孔
雀
聯
関
也
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

記
さ
れ
、
公
家
御
修
法
の
中
で
主
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
こ
で
仁
和
寺
御
室
と
御
修
法
の
関
係
を
考
察
す
る
に
最
も
適
切
な
事
例
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
孔
雀
経
法
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。



仁和寺御室考（横内）

　
表
2
は
一
〇
世
紀
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
の
孔
雀
経
法
勤
仕
の
事
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
勤
修
し
て
い
る
僧
侶
を
み
る
と
、
一
一
世
紀
半

ば
ま
で
は
原
則
と
し
て
東
寺
長
者
で
あ
る
が
、
　
章
で
述
べ
た
ご
と
く
、
治
暦
三
年
以
降
、
性
信
は
公
家
御
修
法
に
関
わ
り
始
め
る
。
こ
れ
は

御
室
の
宗
教
権
門
と
し
て
の
確
立
の
画
期
と
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
東
寺
長
者
が
勤
仕
す
べ
き
公
家
御
修
法
に
御
室
が
進
出
す
る
と
い
う
、

従
来
の
真
密
宗
の
慣
習
を
打
ち
破
る
画
期
的
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
表
2
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
後
も
御
室
と
長
者
の
み
が
臆
面
の
独
占
的
な
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

権
を
得
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
仁
平
三
（
一
…
五
三
）
年
八
月
一
九
瞬
、
御
室
覚
法
は
後
継
者
覚
性
と
一
通
の
起
請
文
を
作
成
し
、
「
門
跡
相
承
本
尊
大
孔
雀
明
王
同
士
壇
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

等
」
を
御
室
以
外
の
者
が
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
本
尊
仏
具
の
独
占
を
図
っ
た
。
以
後
、
御
室
の
代
替
り
ご
と
に
同
種
の
起
請
文
が
作
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
御
室
に
よ
る
管
埋
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
特
に
効
験
あ
り
と
さ
れ
た
こ
の
仏
具
は
東
寺
長
者
も
度
女
借
請
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
御
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
独
占
に
よ
り
望
薄
長
者
の
孔
雀
経
法
勤
修
は
御
室
の
許
可
が
必
要
と
な
っ
た
。
一
二
世
紀
後
半
に
王
家
護
持
の
大
法
た
る
孔
雀
経
法
は
御
室

の
独
占
的
管
掌
下
に
麗
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
院
権
力
は
様
々
な
密
教
修
法
の
内
で
も
、
孔
雀
経
費
を
特
に
優
遇
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
久
安
元
（
二
四
五
）
年
四
月
に
出
現
し
た
彗
星

の
撰
災
の
た
め
、
五
月
一
〇
日
に
御
室
覚
法
は
孔
雀
経
本
、
二
〇
瞬
に
天
台
座
主
行
玄
は
熾
盛
光
法
、
宗
雲
は
七
仏
薬
師
法
を
修
し
た
が
験
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
く
、
定
信
が
仁
王
経
法
を
修
し
た
後
、
漸
く
消
滅
し
た
。
こ
れ
ら
の
御
修
法
に
対
し
て
、
鳥
羽
院
は
「
為
レ
休
二
親
王
（
覚
法
）
嘆
ハ
賜
レ
賞
」

と
し
て
孔
雀
脱
法
の
み
に
勧
賞
を
与
え
た
。
藤
原
語
長
は
門
先
日
大
法
等
、
全
智
ご
其
験
機
織
一
　
仁
王
経
一
時
空
乎
、
孔
雀
働
盛
レ
験
葺
草
レ
賞
、

仁
王
経
有
レ
験
而
無
レ
賞
し
と
鳥
羽
院
が
他
の
僧
侶
を
さ
し
お
き
子
息
覚
法
を
優
遇
し
て
い
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
醐
様
の
事
例
は
ほ
か
に
も

　
　
　
　
⑬

散
見
さ
れ
る
。
摂
関
・
院
政
期
に
は
天
台
・
真
言
密
教
の
修
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
で
整
備
さ
れ
、
新
奇
な
修
法
が
種
女
生
み
出
さ
れ
て
い
た

が
、
一
二
世
紀
後
半
に
御
室
に
尉
す
る
院
権
力
の
積
極
的
な
保
護
を
背
景
と
し
て
、
孔
雀
経
法
は
「
禁
秘
抄
」
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
王
家
第
一

の
修
法
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
元
暦
二
（
＝
八
五
）
年
七
月
、
度
女
の
地
震
を
鎮
め
る
た
め
孔
雀
経
法
の
勤
修
が
決
定
さ
れ
た
。
御
室
守
覚
は
、
こ
の
公
序
を
辞
退
し
た
た
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表2　孔雀経法勤修表

禰摩一日「酬イ酬醐イ引目 勺白

延喜8

延喜15

延喜5

麺喜5
延喜8

天慶6

天徳4

天徳4

天徳4

天徳4

応廊1

露豚
応和3i

康保2

康保4

康保4

寛弘5

寛弘5

長和5
ブデ寿4　　1027　1　2

　　　　　　　長元9「IO36　110

康平6　1063　3
治暦1　1065
治｝欝2　 ユ066　 5

治暦2　1066　7
治暦3　 ユ067　 6

治暦3　1067　8
治｝t4　 1068　 2

延久5　1073　2
延久6　1074　2

延久6　1074　5

蘇2ユ075汐
承保4　　　1077　i　8

承暦3　　1079　　5

承暦410807
承暦4　　　1080　　10

永保1　1081　3

永保1　1081　3
無く保1　　　エ08ユ　　　3

永保1　1081　10

永保2　1082　7

永保2　1082　7

永保3　1083　3

10

P9

Q4

T
1
9
2
2
2
0
1
8
8
1
3
1
4
1
7
　
2
3
2
2
2
0
1
6
2
2
5
幻

6
7
5
7
1
0
9
4
3
5
8
1
0
③
9
3
6
7
3
5
1
3

2
8
5
7
7
0
3
0
0
0
0
1
1
3
3
5
7
7
8
8
6

0
0
1
2
2
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
◎
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1

24

19

門
0
9
門
D
O
O
Q
リ

2
ユ
2
1
9
］
22

P4

Q3

X
2
7
2
1
1
5
3
1
9
2
4
2
7
1
1
2
8
1
3

読経

読経

読経

読経

読経

野
拙
野

　
　
　
ヘ
　
　
へ

4
4
4
沢
　
沢
沢
蟹
蟹
沢
蟹
沢
沢
蟹
沢
蟹
沢

広
　
広
広
広
広
広
広
広
広
広
広
広
広

野
野
沢
沢
蟹
　
蟹
沢
蟹
沢
沢
蟹
　
野
沢
沢
沢
野
沢
沢
野
野
沢

小
小
広
広
広
　
広
広
広
広
広
広
　
小
広
広
広
小
広
広
小
小
広

宝
宝
賢
宿
宿
理
空
挙
空
空
空
空
空
空
空
空
空
爆
慶
慶
覚
覚
海
源
信
信
語
語
信
証
轟
轟
信
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
範
信
償
信
範
信
中
中
覚
信

笹
野
観
観
観
会
寛
千
三
寛
寛
寛
寛
寛
寛
寛
寛
寛
雅
雅
深
深
仁
覚
雌
性
長
銀
性
雌
性
磁
性
性
～
義
悪
性
性
義
性
性
脳
信
性

○
○
○
○
○
O
x
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
～
○
○
○
◎
◎
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎

×
◎
◎
◎
×
◎
◎
○
○
◎

祈雨

祈雨

祈雨

祈雨

物怪

天皇病

天変

春秋二期

炎皐

息災

息災

祈雨

息災

息災

息災

物怪地震

去冬季

春季

祈雨

春宮病

春宮病

藤原教通萢瘡

炎早

祈雨

春宮病

天皇御祈

後三条院病

公家御祈

H蝕

中宮御産

藤原師実病

日蝕

中宮御祈

中宮御産

陽明門院御祈

祈雨

祈雨

出 典

小野

長補

小野

長蛇

長補

長補

綴補

長補

長田

長補，顕

長補，顕

長補，顕

顕

相補，顕

長補，顕

長補

長補，顕

相補

長補

長繍

長齢

長補

小野

小野

大（注④参照）

相，大

長補

長補

相，心，プ（

相，顕，大

相，大

楓大
相，大

相，心，プぐ

水，大

長補，小野，大

樹心，水，大
長補，相，大

相，大

小野，大

根，大

悟

長駆

長補，大

相，大
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仁和寺御箋考（横内）

永保31
永保31朧
i

l寛治3

1寛治3
ト

に
ひ
　
　
　
エ
　
ヨ
　
　
よ
　
　
　
ヨ
　
リ
リ
　
　
　
　
　
ロ
リ
　
ヨ
　
ヨ
　
サ
リ
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
リ
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ユ
　
　
　
エ
　
　
　
ユ
　
リ
む
　
エ
　
エ
　
ユ
　
　
　
の
こ
　
り
　
　
り
り
　
ら
　
に
リ
　
ユ

治
治
保
保
長
長
徳
徳
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
治
治
治
治
承
承
承
仁
憎
憎
永
久
久
久
久
久
久
久
久
久
永

寛
寛
玉
虫
永
永
難
業
優
優
康
康
緊
緊
康
康
康
康
長
長
長
長
嘉
嘉
嘉
天
天
天
天
永
永
永
永
永
永
永
永
永
元

151il　1一　IE；1

iiii騰1

灘廊灘
　　　　1089　t　7

｝寛治4、1・9・8

…寛鄭1091i3
1091　1　10
1093　1　8

藩

9
5
6
1
0
2
7
5
7
1
2
7
7
1
1
9
1
0
7
8
3
4
8
7
7
7
9
6
6
6
2
8
8
5
2
3
6
1
3
3

読経

読経

読経

1定賢　　　小野
睡郷小野
i

寛意i広沢
愚意　広沢

寛意　広沢

定賢　小野

1性信，広沢i◎｝
ミ　　　　　　　　　　　　　　く

i性1言i広沢i◎i腸lll院病

1盤際1湖鷹賢子供養～

　？［　i　1祈薄
　　　　　藍

　　1
三助1広沢

？i
寛助1広沢
　　E

沢
野
野
沢
沢
沢
野
沢
沢
沢
沢
沢
沢
沢
沢
沢
　
沢
沢
　
沢
沢
沢
沢

広
小
小
広
広
広
小
広
広
広
広
広
広
広
広
広
　
広
広
　
広
広
広
広

～
範
賢
賢
範
行
行
壮
行
行
行
範
行
行
行
行
行
p
行
智
～
意
融
融
銀

経
定
定
経
覚
覚
定
覚
覚
覚
経
僻
覚
覚
覚
覚

覚
寛
　
覚
寛
寛
糠

沢
沢
沢
沢
沢
沢
沢
沢
沢

広
広
広
広
広
広
広
広
広

助
助
融
融
助
助
助
悔
悟

寛
寛
寛
寛
寛
寛
寛
寛
寛

　　　　　　　　　鶴，大

　　　　　　　　　　娼，大

　　　　　　　　　　相，大

　　　　　　　　　　長補

　　　　　　　　　　長補
○　　祈雨　　　　　　長補，小野

○　　祈爾　　　　　　長補

○　　院御祈　　　　　長期，大

○　　　　　　　　　長補

○　　　　　　　　　長補，大

○　　　　　　　　　小野

　　　　　　　　　　中

○　　　　　　　　　大

○　祈雨　　　　　中

81　　尖野
◎　　　　　　　　　　　　　相，心，＝本，中，大

◎　院御祈　　　　相，心，孔，大
○　　　　　　　　　　長補，小野，大

◎　　公家御祈　　　　相，心，孔，大

◎　　　　　　　　　相，心，孔

◎　　　　　　　　相，心

○　祈雨　　　 長補，殿

◎　　　　　　　　糖，大
◎　　天変　　　　　　相，心，中，大

◎　　　　　　　　　心

◎　　　　　 相，心，大

◎　　　　　　　　　指，心，中，大

　　　　　　　　　　中
◎　　　　　　　　　梱，心，大

×　　　　　　　　　中

　　i祈爾　　　　　　中，永

Oi棚i　　　　　　　　　　長補，中，永

31院御祈　灘：課糞

9腿公糊鋸獄
　　神泉苑　　　　　中
○　、院御祈　　　　　腰縄，心，長，大

○　天皇不予　　長補，心，大
○　　　　　　　　　長補，心，長

○　　公家御祈　　　　長郷，心，大

○　公家御祈　　長補，心，大
○　　院御祈　　　　　投縄，心，大

○　院御祈　　　　長補

○公家御祈　　長補，大
○　　　　　　　　長補

○　中宮御祈　　長補，心，大
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2
2
1
1
1
3
3
4
工
1
2
1
2
2
4
5
5
5
5
5
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1
　
1

　
　
　
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
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◎　　霞蝕

◎　　公家御祈

◎　　後白河院御祈

○　　祈雨

◎　　公家息災

◎　　公家御祈

◎　天下安穏
◎　　臨時御祈

◎　　天変消除

◎　公家御祈

o
△　　祈雨

○　祈雨
○　天変
○　　建春門院御祈

＠

○　　祈雨

○　祈雨
○　後白河御祈

○　’公家郷祈

○　　彗星

○　天変
◎　中宮御産

＠

o 祈雨

高倉院病

高倉院御祈

高倉院病

祈術

後白河院御祈

地震

祈雨

祈雨

祈爾

院御祈

長補，相，心，大

相，心，兵，プく

相，心，大

兵

根，心，：大

相，心，大
才目，　’ら，プ（

相

相，心，＝た

掘，心，大

兵

兵，長補

兵，長補

長補，大

長補，大

心，北

長補

長補

長補，北

長補，北

長補，山，北

長補，北

長補，心，山，北

顕，左記

長補

長補，兵，北

顕

長補，山

長補，告
長裕｝，　吉，　；｛ヒ

’b，　顕，　1⊥i，　珂ヒ

長補

長補

長補，小野

心，北

ー

1　修法項は特に謎さない場合は孔雀経法，読経とあるのは孔雀経の御読経を指す。

2　僧職項は，○：棄寺長者（△は勤修のために長者に補任されたもの），◎：御室（◎は御室で

　はないが，仁和寺入寺の法meEE），　X：非長者を指す。

3　出典項は，小野；孔雀経法小野流勤行先例（東寺観智院聖教第二六六箱第二〇号），長補：束

奔長岩補任，顕：仁和寺御俵顕証書写本（仁和寺史料），心：仁和寺御億心蓮院本（仁和寺史料），

絹：御室相承記（仁和寺史料），大：孔雀経御修法認大御室以後（続群書類従），北：孔雀経御修

法記北院御室以後（続群書類従），文：孔雀経御修法記自：文永至元亨（続群書類従），中1中右記，

水・：水左記，殿：殿暦，永：永昌記，長；長秋記，兵：兵範記，山：山櫨記，吉＝吉記，吉続：

吉続詑，左記：左記（大正新脩大蔵経七八巻）を指す。

4　治暦元年の性信の勤修は，治暦三年の勤修の誤記と思われる。
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め
東
寺
一
長
者
定
遍
が
替
わ
り
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
事
情
を
記
し
た
「
吉
野
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
”
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
本
尊
本
経
孔
雀
尾
、
□
□
令
二
伝
票
｝
給
累
物
也
、
於
二
祈
雨
時
一
者
、
以
一
一
云
宗
長
者
ハ
膝
行
巳
口
也
、
厳
重
御
祈
者
、
禎
喜
僧
正
勤
修
終
盤
無
レ
例
、
既
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
逐
力
）

　
　
耳
鼻
敷
、
然
而
多
施
二
験
徳
「
了
、
被
レ
遂
畿
彼
跡
｝
之
条
難
レ
可
レ
然
、
無
一
一
本
尊
本
経
等
閂
者
、
其
愚
少
敷
、
宮
当
二
重
事
「
之
時
、
可
下
令
訟
勤
修
一
給
上
之
処
、

　
　
有
・
㎝
御
辞
退
ハ
於
二
本
尊
已
下
一
者
、
不
レ
可
レ
被
レ
渡
二
他
人
ハ
為
レ
朝
無
レ
要
、
為
レ
法
無
レ
詮
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
の
「
或
人
説
」
を
引
用
し
て
い
る
。
「
祈
爾
の
場
合
は
東
寺
長
者
が
勤
修
す
る
の
が
原
則
で
、
厳
重
の
御
祈
を
修
し
た
の
は
禎
喜
僧
正
（
東
寺

長
者
）
の
他
は
先
例
が
な
い
。
御
室
伝
声
の
本
尊
仏
具
な
し
で
は
効
験
は
期
待
で
き
な
い
。
重
事
に
あ
た
っ
て
は
宮
（
御
詩
聖
覚
）
が
勤
修
す
べ

き
だ
が
辞
退
し
た
。
（
御
室
縮
承
の
）
本
尊
等
を
（
御
窒
以
外
の
）
他
人
に
貸
与
で
き
な
い
と
い
う
の
は
朝
廷
に
と
っ
て
も
仏
法
に
と
っ
て
も
無
益

な
こ
と
で
あ
る
。
」
と
要
約
で
き
よ
う
。
公
家
御
修
法
が
祈
雨
と
厳
重
御
祈
（
重
事
）
と
に
区
別
さ
れ
、
前
者
は
東
寺
長
者
、
後
者
は
御
室
が
勤

修
す
べ
き
も
の
と
の
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
は
、
効
験
あ
り
と
期
待
さ
れ
て
い
た
前
述
の
本
尊
仏
具
を
使
用
で
き
る
か
否
か
が

闇
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

　
表
2
か
ら
御
室
と
東
寺
長
者
の
修
法
日
的
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
吉
記
」
が
記
す
と
お
り
御
室
は
祈
雨
法
の
み
の
修
法
は
行
っ
て
い
な
い
。

一
方
、
長
者
は
も
と
も
と
厳
重
御
弾
も
行
っ
て
い
た
が
、
保
元
二
年
以
降
、
二
名
の
例
外
を
除
い
て
、
祈
雨
法
の
勤
修
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が

　
　
⑮

窺
え
る
。
孔
雀
経
法
の
み
に
限
っ
た
事
例
で
は
あ
る
が
、
一
二
世
紀
後
半
以
降
、
王
権
に
密
接
に
関
わ
る
修
法
は
御
室
の
役
と
な
り
、
宗
長
者

の
御
修
法
の
重
要
性
が
低
下
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
真
書
宗
の
創
設
者
で
あ
る
空
海
以
来
、
東
寺
長
者
は
、
真
言
宗
の
国
家
的
法
会
の
頂
点
に
立
つ
後
七
日
御
修
法
と
い
う
天
皇
の
玉
体
護
持
を

祈
る
公
家
御
修
法
を
勤
修
し
て
い
る
。
真
言
宗
の
制
度
的
な
管
掌
者
で
あ
る
東
寺
長
者
の
御
祈
は
、
天
皇
個
人
に
対
す
る
御
祈
に
集
約
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
仁
和
寺
御
室
は
後
七
一
御
修
法
を
修
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
孔
雀
経
法
に
よ
っ
て
厳
重
御
祈
を
独
占

し
、
こ
れ
を
王
家
第
一
の
修
法
に
位
置
付
け
る
な
ど
、
実
質
的
に
院
の
最
も
根
幹
に
関
わ
る
密
教
修
法
を
握
っ
て
い
た
の
は
、
仁
和
寺
御
室
な

の
で
あ
っ
た
。
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二
　
公
家
御
修
法
の
秩
序
化

　
前
節
で
は
、
御
室
が
孔
雀
経
論
を
掌
握
し
、
王
家
第
一
の
修
法
に
位
置
付
け
た
こ
と
に
よ
り
、
真
言
宗
内
で
東
寺
長
者
と
と
も
に
重
要
な
公

家
御
修
法
の
公
請
に
預
か
る
地
位
を
築
き
上
げ
、
さ
ら
に
修
法
に
お
い
て
は
長
者
を
凌
駕
す
る
影
響
力
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

本
節
で
は
こ
う
し
た
御
室
の
活
動
を
可
能
に
し
た
諸
条
件
を
院
権
力
と
の
政
治
的
関
わ
り
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

　
弘
安
＝
（
一
二
八
八
）
年
三
月
二
八
日
、
西
圏
寺
公
衡
は
仁
和
寺
廻
道
耀
を
大
阿
閣
梨
と
し
て
、
大
法
の
一
つ
で
あ
る
普
賢
延
命
法
を
行
お
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表3　1．｝工下による大法」’YJ修のf列

年月　田 i酉｝搏　　　書多謳ま名 人　名 阿闇梨

@tas“　ta“1

性后

経逞

仁覚

良祐

天台鱈

永応

蓮実房

忠二

王場長f曽趾三

　　？

慈源

藤原師輔

藤原教通

藤原師実

藤原忠実

藤原顕季

藤原顕季

藤原公実

藤原顕隆

藤原顕要

源実暢

近衛兼経

西園寺～

九条道家

露仏薬師法

言fi｝経法

孔綴箆法

普賢延命法

普賢延命法

七仏薬師法

七二薬師法

普賢延命法

二仏薬師法

語仏薬師法

普賢延命法

五壇法

二仏薬師法

天暦10．5．11

治暦2．5

承暦4．7
LtLr治　8。　2．　4

遷当蓉0　2．12．　2

二艮：治2．閏2．10

労蕎承　1．　6．22

大治2．2．13

大治3，12．4

建保　4．　5．12

三琴吾室貞　3．　3．16

嘉禎　～

延応1．6．4

956

1066

1080

1094

1100

1105

1106

1127

1128

1216

1237

1239

『公衡公記」弘安11年3月28山際により作成。

う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
御
室
性
仁
は
こ
の
修
法
を
「
抑
留
」
つ
ま
り
淳
止
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
公
爵
は
「
仁
和
寺
之
習
、
不
レ
蒙
二
御
室
御
許
一
者
、
毎
時
無
二
自
専
之
儀
一

云
々
」
と
御
室
が
仁
和
寺
僧
の
修
法
を
管
掌
し
て
い
る
状
況
を
記
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
御
室
が
「
抑
留
」
し
た
理
由
で
あ
る
。
性
仁
は
「
臣
下
修
二
三

法
　
之
条
無
二
先
例
一
之
由
、
御
室
頻
有
二
御
抑
留
こ
と
「
臣
下
」
が
大
法
を
行
う
こ
と
を

禁
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
公
衡
は
「
倶
此
法
（
普
賢
延
命
）
錐
一
一
大
法
ハ
於
一
一
仁

和
寺
一
型
、
強
不
レ
似
レ
如
二
孔
雀
経
法
一
鰍
、
件
法
（
孔
雀
経
）
猶
執
柄
行
レ
之
」
と
し
て
、

孔
雀
経
法
を
は
じ
め
と
し
た
真
言
・
天
台
の
大
法
た
る
五
壇
法
・
時
仏
薬
師
法
・
普
賢

延
命
法
を
摂
関
家
以
下
の
臣
下
が
行
っ
た
先
例
を
引
き
合
い
に
出
し
反
論
し
て
い
る
。

公
爵
の
挙
げ
た
先
例
を
見
る
と
、
た
し
か
に
摂
関
期
か
ら
院
政
期
前
半
に
か
け
て
臣
下

が
大
法
を
行
う
例
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
（
表
3
）
。
と
こ
ろ
が
＝
一
世
紀
初
頭
の
鳥
羽
院

政
期
に
入
る
と
一
三
樵
紀
初
頭
ま
で
、
臣
下
が
大
法
を
行
う
例
は
全
く
冤
ら
れ
ず
、
王

家
が
独
占
し
て
い
く
状
況
が
窺
え
る
。
史
料
に
現
れ
な
い
た
め
即
断
は
で
き
な
い
が
、
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性
仁
の
事
例
の
よ
う
に
、
院
権
カ
ー
御
室
は
そ
の
宗
教
政
策
の
一
環
と
し
て
、
王
家
に
よ
る
大
法
の
独
占
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
密
教
修
法
を
院
権
カ
ー
御
室
の
も
と
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
積
極
的
に
展
開
し
た
人
物
が
い
る
。
一
二
世
紀
後
半
に
御
室
に
就
任
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
後
白
河
皇
子
守
覚
で
あ
る
。
彼
の
編
纂
し
た
「
追
記
」
の
「
就
二
大
懸
垂
法
一
小
野
広
沢
用
意
事
」
条
に
は

　
　
　
一
　
小
野
広
沢
輩
不
レ
存
二
骨
法
曲
尺
単
二
修
法
　
凹
田
横
望
山
色
レ
勤
二
公
事
一
之
条
、
為
レ
法
語
レ
道
、
甚
以
不
レ
可
レ
然
之
事
也
、
（
中
略
）
先
年
醍
醐
流
欲
レ
令

　
　
　
レ
修
二
孔
雀
経
御
修
法
一
報
有
レ
之
、
選
挙
緬
幽
暗
昏
側
廊
也
、
故
御
所
召
二
時
忠
日
干
撫
左
中
欝
血
レ
仰
一
一
含
事
由
騨
之
塵
、
奏
聞
之
後
、
被
レ
郭
雀
返
醍
醐
宮
符
宣
「

　
　
　
保
寿
院
覚
成
僧
正
承
レ
之
勤
了
（
後
略
）

と
し
て
、
小
野
（
醍
醐
毒
）
・
広
沢
（
仁
和
寺
）
流
の
僧
侶
が
濫
り
に
修
法
を
望
み
公
事
を
勤
め
る
事
を
戒
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場

合
、
御
室
が
朝
廷
に
奏
聞
し
修
法
を
抑
留
し
て
い
た
事
実
を
記
し
て
い
る
。

　
ま
た
「
御
記
」
に
お
い
て
は
「
公
家
御
修
法
等
存
二
法
上
下
講
堂
二
人
甲
乙
　
事
、
総
是
宗
重
霊
亀
」
と
公
家
御
修
法
で
の
修
法
の
種
類
と
勤

修
す
る
僧
侶
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
、
さ
ら
に

　
　
　
一
　
応
二
御
修
法
勅
請
一
ハ
小
野
広
沢
阿
圏
楽
、
先
参
二
此
御
所
【
申
ご
案
内
一
礼
儀
有
レ
之
、
山
門
三
井
輩
同
有
二
其
礼
一
也
、
無
レ
礼
輩
、
自
前
取
所
一
被
レ
押
二

　
　
　
御
修
法
乏
事
、
既
及
二
度
欲
臨
・
期
仰
天
恥
辱
盃
極
也
、
亦
修
法
結
願
之
後
、
慮
二
当
所
一
必
可
・
立
ご
賀
使
一
也

と
し
て
、
真
言
僧
が
公
家
御
修
法
を
行
う
場
合
に
は
御
室
御
所
へ
の
「
案
内
」
を
義
務
づ
け
、
「
案
内
レ
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
御
室
が
修
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
差
し
止
め
る
と
記
し
て
い
る
。
醒
覚
は
「
山
門
三
井
輩
」
つ
ま
り
天
台
僧
を
も
含
め
た
全
密
教
僧
の
公
家
御
修
法
に
介
入
す
る
積
極
的
な
姿

勢
を
見
せ
て
い
る
。

　
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
院
政
期
に
は
仁
和
寺
・
醍
醐
寺
流
は
お
の
お
の
修
法
の
整
備
を
図
り
競
合
し
て
い
た
が
、
仁
心
は
修
法
故
実
の
大
成

を
通
じ
、
仁
和
寺
・
醍
醐
寺
流
の
双
方
の
独
自
性
を
認
め
つ
つ
、
両
者
の
勤
仕
す
べ
き
密
教
修
法
の
秩
序
化
を
図
り
、
こ
れ
を
維
持
し
よ
う
と

し
た
。
そ
の
上
で
両
流
僧
侶
の
御
室
へ
の
案
内
を
義
務
化
し
、
御
室
に
よ
り
再
編
成
さ
れ
た
秩
序
を
逸
脱
す
る
行
動
を
と
る
僧
侶
に
対
し
て
は
、

修
法
差
し
止
め
と
い
う
手
段
で
介
入
し
て
い
る
。
守
覚
は
密
教
僧
と
国
家
が
直
接
に
結
合
す
る
公
家
御
修
法
の
秩
序
を
再
編
成
・
維
持
す
る
こ
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と
に
よ
り
、
諸
流
に
分
化
し
た
密
教
集
団
の
競
合
関
係
を
調
停
し
、
密
教
界
の
頂
点
に
立
と
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
遺
子
は
な
ぜ
密
教
界
の
再
編
成
を
企
て
た
の
か
。
「
御
記
」
執
筆
は
治
承
四
（
＝
八
○
）
年
四
月
二
日
で
あ
り
、
治
承
・
寿
永
内
乱
の

勃
発
期
に
あ
た
る
。
当
時
の
政
治
状
況
を
み
る
と
、
前
年
一
一
月
に
は
平
清
盛
が
「
治
承
　
瓢
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
」
で
後
白
河
院
の
政
務
を
封
鎖

し
、
特
に
延
暦
寺
で
は
覚
快
法
親
王
に
替
え
「
平
家
ノ
護
持
僧
」
と
称
さ
れ
た
明
雲
を
座
主
に
還
補
す
る
な
ど
平
氏
の
寺
院
界
掌
握
が
進
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

院
の
寺
院
統
制
は
危
機
的
状
況
を
む
か
え
て
い
た
。

　
平
氏
に
よ
り
政
治
的
権
力
を
封
じ
ら
れ
た
後
白
河
院
は
権
力
の
護
持
の
た
め
に
、
密
教
僧
に
よ
る
御
修
法
の
効
験
を
期
待
し
て
い
た
。
後
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

河
院
は
、
こ
の
内
乱
期
を
通
じ
て
守
覚
に
、
院
権
力
に
対
抗
す
る
軍
事
権
力
（
義
仲
等
）
を
調
伏
す
る
祈
聴
を
さ
せ
て
い
る
。
後
白
河
に
と
っ
て

御
室
守
覚
こ
そ
が
自
ら
の
意
志
を
最
も
忠
実
に
代
弁
し
、
信
頼
す
る
に
た
る
宗
教
権
門
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
含
蓄
に
よ
る
全

密
教
僧
の
「
案
内
」
の
義
務
化
は
、
御
室
の
も
と
に
真
言
・
天
台
僧
の
結
集
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
僧
侶
と
対
抗
的
政
治
勢
力
と
の
結

び
つ
き
を
絶
つ
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
院
権
力
が
自
ら
の
分
身
と
し
て
宗
教
界
に
送
り
込
ん
だ
御
室
の
政

治
的
役
割
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
は
い
え
全
密
教
僧
を
御
室
の
下
に
結
集
さ
せ
る
と
い
う
守
覚
の
意
図
は
制
度
的
確
立
を
遂
げ
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
天
台
僧
の
御
室
へ
の

「
案
内
扁
は
管
見
の
限
り
、
記
録
上
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
触
れ
た
よ
う
に
真
言
宗
に
関
し
て
は
仁
和
寺
流
の
公
家
御
修
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

管
掌
下
に
置
き
、
大
法
の
王
家
へ
の
独
占
を
図
り
、
醍
醐
寺
流
に
も
一
定
度
の
介
入
を
行
っ
て
い
る
。
真
言
宗
界
の
公
家
御
修
法
の
秩
序
を
作

り
上
げ
た
御
室
の
影
響
力
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
真
言
密
教
の
調
伏
法
と
院
権
力
の
護
持

　
さ
て
、
御
室
に
率
い
ら
れ
た
長
軸
密
教
は
、
ど
の
よ
う
な
独
自
の
政
治
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
舌
音
能
平
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
た
寺
院
の
二
類
型
に
は
、
強
訴
等
を
行
い
王
権
と
距
離
を
置
く
大
衆
主
導
型
寺
院
と
比
較
的
王
権
に
密
着
し
た
寺
院
と
が
あ
っ
た
。
真
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⑳

言
宗
寺
院
に
は
い
わ
ゆ
る
大
衆
に
よ
る
強
訴
が
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
先
の
二
類
型
で
は
後
者
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
特
性
は
、
政

治
的
要
素
と
不
可
分
な
調
伏
法
（
呪
難
）
と
い
う
宗
教
的
話
動
に
典
型
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
天
永
四
（
一
＝
三
）
年
の
、
清
水
寺
別

当
補
任
へ
の
白
河
院
の
人
事
介
入
が
引
き
起
こ
し
た
延
暦
寺
・
興
声
曲
の
門
合
戦
し
事
件
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
事
件
は
興
福
寺
大
衆
と
白
河

院
の
催
し
た
「
京
武
者
」
と
の
合
戦
に
発
展
し
た
。
注
濾
す
べ
き
は
こ
の
箪
事
女
瓦
突
の
背
後
で
修
法
に
よ
る
合
戦
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
興
福
寺
の
僧
侶
二
名
が
白
河
院
を
呪
翻
し
、
衆
徒
に
よ
る
軍
事
活
動
を
援
護
す
る
か
た
ち
で
、
修
法
に
よ
る
「
謀
反
」
を
企

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
た
。
こ
れ
に
対
し
、
東
寺
一
長
者
の
仁
和
寺
寛
助
は
大
威
徳
法
を
修
し
、
衆
徒
の
調
伏
を
祈
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
長
寛
二
（
一
一

六
四
）
年
に
は
、
御
室
覚
性
が
「
勅
定
」
に
よ
り
、
延
暦
寺
悪
憎
四
〇
人
を
追
補
す
る
大
威
徳
調
伏
法
を
行
い
、
「
凶
徒
尽
敷
降
参
、
効
験
柄

　
　
　
　
　
　
　
　
懇

焉
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　
院
政
期
に
お
い
て
大
衆
主
導
型
の
大
寺
院
に
よ
る
強
訴
は
体
制
的
危
機
を
引
き
起
こ
す
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
院
権
力
は
武
士
の
軍
事

的
動
員
を
通
じ
防
禦
・
迎
撃
を
図
っ
て
い
た
。
こ
の
軍
事
的
動
員
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
、
大
寺
院
権
門
の
反
王
権
的
活
動
を
宗
教
レ
ベ
ル
で

抑
止
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
、
真
田
密
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
真
書
宗
は
親
王
権
的
な
性
格
を
持
つ
点
で
、
諸
宗
の
中
で
も
特
異

な
位
置
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
真
言
宗
を
統
轄
し
た
御
室
の
宗
教
・
政
治
的
役
割
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
き
た

い
。

　
先
に
後
三
条
が
性
信
を
王
家
御
持
鱈
に
登
用
し
、
以
後
の
院
権
力
が
そ
の
密
教
界
に
お
け
る
分
身
と
し
て
御
室
を
再
生
産
し
た
と
述
べ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

後
三
条
期
は
、
天
皇
御
持
僧
に
よ
る
三
一
御
修
法
が
制
度
化
さ
れ
、
即
位
灌
頂
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
天
皇
の
即
位
や
王
権
の
安
泰
に
は
密
教

に
よ
る
様
肉
な
宗
教
的
護
持
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
院
政
期
に
は
院
・
天
皇
を
鮮
麗
す
る
事
件
が
頻
発
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
呪
証
に
対

抗
し
う
る
の
も
ま
た
密
教
修
法
に
よ
る
調
伏
法
な
の
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た
密
教
修
法
の
王
家
へ
の
独
占
も
御
室
に
よ
る
呪
誰
の
封
殺
の
意
図

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
院
権
力
の
安
泰
に
は
、
密
教
修
法
を
組
織
し
う
る
宗
教
権
門
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
呪
誼
自
体
は
通
時
代
的
に
み
ら
れ
る
政
治
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
院
政
期
は
前
代
と
異
な
る
重
要
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
父
子
継
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㊧

承
を
原
理
と
す
る
中
世
的
「
家
」
の
成
立
と
の
関
係
で
あ
る
。
院
権
力
自
体
が
一
つ
の
「
家
」
で
あ
っ
た
。
院
権
力
の
安
泰
、
つ
ま
り
「
イ
エ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
安
泰
に
は
、
そ
れ
に
属
す
る
僧
侶
に
よ
る
宗
教
的
護
持
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
王
家
御
持
僧
に
登
用
さ
れ
た
の
が
、
院
と
緊
密
な
血
縁

的
紐
帯
で
結
ば
れ
た
宗
教
権
門
、
即
ち
御
室
で
あ
っ
た
。
御
室
成
立
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
社
会
的
変
化
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
王
家
の
宗

教
政
策
の
展
開
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
、
御
室
の
宗
教
活
動
を
考
察
し
、
御
室
は
孔
雀
海
法
を
真
言
宗
内
の
公
家
御
修
法
の
頂
点
に
据
え
、
院
権
力
を
護
持
す
る

重
要
修
法
の
独
占
を
は
か
っ
た
こ
と
、
密
教
界
に
お
け
る
公
家
御
修
法
の
秩
序
化
を
通
じ
て
、
院
権
力
の
も
と
に
公
家
御
修
法
を
集
約
し
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。
宗
教
権
門
と
し
て
の
御
室
は
院
政
の
権
力
基
盤
を
密
教
修
法
の
側
面
か
ら
カ
バ
ー
す
る
政
治
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

仁和寺御室考（横内）

①
　
平
雅
行
「
中
世
宗
教
史
研
究
の
課
題
」
（
序
章
注
②
著
書
）
二
二
頁
。
上
川
二

　
章
注
③
論
文
。

②
　
速
水
侑
『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
（
一
九
七
五
年
）
。
密
教
僧
が
天
皇
の
息
災

　
を
B
常
的
に
祈
藤
す
る
護
持
僧
制
度
が
定
着
す
る
の
は
後
三
条
天
皇
か
ら
と
い
う

　
（
湯
之
上
隆
「
護
持
僧
成
立
考
」
『
金
沢
文
康
研
究
』
一
～
六
七
号
、
一
九
八
㎝
年
）
。

　
即
位
灌
頂
と
い
う
密
教
的
即
位
法
に
つ
い
て
は
阿
部
泰
郎
「
宝
珠
と
王
権
一
中
盤

　
王
権
と
密
教
儀
礼
」
　
（
『
岩
波
講
座
東
洋
思
想
隔
第
一
六
巻
「
日
本
思
想
二
」
、
　
一

　
九
八
九
年
）
、
上
川
通
夫
「
中
世
の
即
位
儀
礼
と
仏
教
扁
（
岩
井
忠
熊
・
岡
田
精
司

　
編
『
天
皇
代
替
り
儀
礼
の
歴
史
的
展
開
』
一
九
八
九
年
）
。

③
　
後
七
藏
御
修
法
の
み
な
ら
ず
、
臨
時
修
法
の
場
合
で
も
、
大
法
は
宗
長
者
職
に

　
あ
る
者
の
「
役
」
と
し
て
東
寺
長
者
（
経
験
者
）
が
半
ば
独
占
的
に
勤
修
し
て
い

　
た
。
一
例
を
あ
げ
る
。
大
治
五
年
、
祈
雨
の
た
め
東
寺
｝
長
者
信
証
が
孔
雀
経
法

　
を
勤
修
し
た
。
源
師
時
は
「
置
二
多
謝
縞
ハ
補
二
宗
長
者
一
蹴
大
師
三
宝
踏
継
徳
也
、

　
居
二
其
職
ハ
欠
二
其
役
一
瓢
不
便
蹴
」
と
述
べ
、
大
法
を
行
う
の
は
長
者
の
役
で
あ

　
る
と
の
認
識
を
記
し
て
い
る
（
「
長
秋
詑
」
大
治
五
年
七
月
一
九
日
条
）
。

④
　
速
水
注
②
著
嶺
。

⑤
「
禁
秘
抄
」
（
『
群
書
類
従
』
雑
部
）
の
二
御
祈
」
の
項
。

⑥
孔
雀
経
法
と
甲
信
の
関
係
に
つ
い
て
は
速
水
注
②
著
書
、
八
二
・
　
二
九
頁
参

　
照
。

⑦
　
醍
醐
寺
定
道
が
孔
雀
蝕
法
を
勤
仕
し
た
際
、
「
仁
和
寺
両
法
親
王
井
（
東
寺
）
長

　
虚
業
暇
之
間
、
修
之
云
々
扁
（
心
心
筆
「
孔
雀
描
法
小
野
流
勤
行
先
例
」
東
寺
観

　
二
院
金
剛
蔵
盈
教
第
二
六
六
箱
第
二
〇
愚
）
と
あ
り
、
御
室
・
東
寺
長
者
の
勤
修

　
が
原
測
で
あ
っ
た
点
が
確
認
で
ぎ
る
。

⑧
　
　
「
仁
和
寺
文
書
」
京
都
大
学
閃
影
写
本
二
四
六
号
（
写
真
は
京
都
國
立
博
物
館

　
他
編
『
仁
和
寺
の
名
宝
展
隔
一
九
八
九
年
、
五
八
頁
）
。
　
こ
の
起
請
文
作
成
の
背

　
景
に
は
、
近
衛
天
皇
護
持
僧
寛
暁
と
御
室
覚
性
と
の
相
論
が
あ
っ
た
。
起
請
文
に

　
は
「
昔
門
徒
人
之
中
｝
両
、
従
二
喜
多
院
｝
奉
レ
渡
二
此
仏
経
一
有
二
奉
行
事
「
以
二
其

　
例
】
寄
二
軍
於
公
事
一
悪
欲
レ
令
レ
申
二
読
専
一
門
訴
訟
｝
也
」
と
あ
り
、
こ
の
仏
具
を

　
め
ぐ
り
、
仁
和
寺
内
で
度
々
相
論
が
お
こ
っ
て
い
た
と
が
知
ら
れ
る
。
寛
暁
は
こ

　
の
仏
具
の
使
用
を
求
め
鳥
羽
院
に
申
興
す
る
が
、
御
室
の
覚
性
・
拳
法
は
仏
具
の
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貸
与
を
拒
否
し
た
（
「
兵
褻
器
」
仁
平
三
年
八
月
二
…
日
条
）
。

⑨
　
　
「
仁
和
寺
文
書
漏
京
都
大
学
蔵
影
写
本
二
四
五
号
「
御
起
請
文
」
お
よ
び
注
③

　
『
仁
和
寺
の
名
宝
』
。
こ
れ
ら
は
建
仁
・
貞
応
・
寛
元
年
掛
の
御
室
の
交
替
に
際
し

　
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
　
承
保
二
（
一
〇
七
五
）
年
七
月
二
八
日
、
東
寺
長
者
信
覚
が
祈
雨
の
た
め
孔
雀

　
経
法
を
勤
修
し
た
が
、
験
が
な
か
っ
た
た
め
、
御
室
堀
承
の
仏
具
を
借
り
修
し
た

　
と
こ
ろ
降
雨
を
見
た
と
い
う
（
「
東
宝
野
上
『
続
々
群
書
類
従
』
第
一
二
、
一
〇
九

　
頁
）
。

⑪
醍
醐
寺
僧
勝
賢
が
孔
雀
経
法
を
勤
修
し
た
際
「
二
二
孔
雀
経
法
一
者
、
錐
レ
可
レ
然
、

　
是
又
多
仁
和
寺
之
人
所
二
勤
修
｝
也
、
当
謄
人
難
二
伝
習
h
猶
薄
野
事
敷
、
但
〔
猶
〕

　
於
一
一
鋼
条
一
事
、
仁
和
寺
宮
、
有
5
其
許
一
瞬
、
可
レ
随
二
重
仰
一
欲
」
（
「
玉
葉
」
建
久

　
二
年
五
月
一
四
臼
条
）
と
あ
夢
、
孔
雀
経
法
の
勤
修
に
は
御
室
の
許
可
が
必
要
で

　
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑫
「
台
記
」
久
安
元
年
四
月
二
五
日
、
五
月
三
・
二
〇
陰
、
六
月
七
段
条
。

⑬
　
建
久
六
年
の
御
産
御
祈
に
は
、
孔
雀
経
、
七
二
薬
師
、
如
法
愛
染
王
法
が
勤
修

　
さ
れ
た
が
験
な
く
、
皇
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
　
こ
の
聴
も
「
為
レ
法
遺
恨
、
傍

　
孔
雀
経
許
可
レ
有
一
一
勧
賞
一
之
由
、
被
レ
仰
二
下
之
こ
と
し
て
孔
雀
経
法
の
み
勧
賞
を

　
与
え
ら
れ
て
い
る
（
「
三
長
記
補
遺
」
同
年
八
月
一
二
艮
条
）
。

⑭
「
吉
記
」
元
暦
二
年
七
月
一
二
日
条
。

⑮
　
御
室
の
場
含
、
目
的
の
籾
明
す
る
修
法
六
六
件
中
、
天
変
一
七
件
、
公
家
息
災

　
一
二
件
、
公
家
御
祈
二
一
件
（
御
産
な
ど
）
、
異
国
降
伏
三
件
、
摂
関
家
息
災
一

　
件
で
あ
る
。
天
変
と
は
地
震
・
災
早
・
日
蝕
等
を
指
し
、
降
雨
の
み
を
祈
願
す
る

　
祈
雨
は
含
ま
な
い
。
ま
た
例
外
の
二
名
と
は
仁
和
寺
禎
曹
と
仁
和
寺
流
と
関
係
の

　
深
い
醍
酬
寺
成
賢
で
あ
る
。

⑯
　
　
「
公
衡
公
記
」
同
日
条
。

⑰
　
守
覚
は
法
会
・
修
法
の
先
例
・
故
実
の
集
大
成
を
図
っ
た
僧
侶
と
し
て
注
目
さ

　
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
山
峰
誠
「
「
釈
氏
往
来
」
考
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館

　
紀
嬰
』
第
一
九
号
、
　
一
九
九
二
年
）
、
仁
和
寺
紺
表
紙
小
双
子
研
究
会
編
『
守
覚

　
法
親
王
の
儀
礼
滋
界
』
（
｝
九
九
五
年
・
）
を
参
照
。

⑱
　
「
欝
欝
」
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
七
八
巻
。

⑲
　
　
「
御
記
」
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
七
八
巻
。

⑳
　
国
巾
文
英
「
後
白
河
院
政
期
の
政
治
権
力
と
権
門
寺
院
」
（
同
著
『
平
氏
政
権
の

　
研
究
』
、
一
九
九
四
年
）
二
〇
三
一
二
一
二
頁
。

⑳
　
守
覚
著
「
左
記
」
（
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
七
八
巻
）
に
よ
れ
ば
、
後
白
河
院

　
は
守
覚
に
命
じ
て
、
院
と
平
氏
と
の
対
立
が
深
ま
っ
た
治
承
慧
一
（
…
一
七
九
）
年

　
八
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
、
不
断
に
孔
雀
経
法
・
五
壇
法
・
如
法
愛
染
法
な
ど
種
々

　
の
御
修
法
を
院
御
所
な
ど
で
勤
修
さ
せ
て
い
る
。
詳
し
い
論
証
は
省
く
が
、
こ
れ

　
は
平
氏
と
の
対
立
を
背
景
と
し
た
院
権
力
安
泰
の
壁
塗
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
後
白
河
は
こ
れ
を
「
去
年
（
元
暦
光
・
一
一
八
四
）
追
討
使
上
将
範
頼
・
義
経
帰

　
参
之
後
世
聞
静
譲
云
々
、
御
祈
瀧
等
結
二
願
之
暫
」
と
、
院
権
力
の
政
治
的
安
定
が

　
実
現
す
る
ま
で
、
繰
り
返
し
祈
願
さ
せ
て
い
た
。

治承3年から元暦元年までの御修法
　　　　　　　　　（「左記」による）

修法名i瀞3年の修酬暴露数

　7回

　8回
　3［難

　2回
　13回

毎年1園

6回

8／　3一一10

8／13－20

　8／25一一　9／　3

9／　4－10

9／22－29

10／　8－15

1e／20－26

　2／　4－12（翌年）

孔雀経法

五壇法

転法輪法

如法愛染法

尊勝法

聖観音持剣護摩

プK字除夢乏護摩

仁王三法
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ま
た
「
覚
禅
抄
」
に
よ
る
と
、
門
寿
永
二
年
自
二
七
月
廿
七
日
巳
魁
「
平
氏
西
国

下
落
、
其
後
軍
兵
盆
暮
、
天
下
不
レ
静
、
9
5
瞬
年
無
簿
比
、
亜
聖
祈
於
二
法
住
寺
北

　
内
衷
h
顕
宗
人
々
参
勤
、
十
坐
御
講
次
、
如
法
大
般
若
転
読
、
東
導
天
台
密
宗
入

　
々
、
自
二
十
　
月
十
日
喬
日
北
斗
裳
供
纂
、
於
H
蓮
華
王
院
ハ
百
壌
大
戚
穂
供
被
一
H
勤

修
こ
と
、
仁
和
寺
御
室
守
覚
を
築
頭
と
す
る
東
寺
僧
、
天
台
座
主
明
雲
・
園
城

寺
長
吏
房
覚
ら
天
台
僧
は
「
禅
定
個
院
（
後
白
河
）
玉
体
安
穏
増
長
宝
寿
御
願
円

満
」
を
名
目
に
義
仲
調
伏
の
祈
縛
を
行
っ
て
い
る
。
寿
永
二
年
九
五
一
一
…
日
の
醍

　
醐
勝
賢
に
よ
る
転
法
輪
法
（
調
伏
法
）
は
、
「
諸
事
御
竈
（
守
覚
）
御
沙
汰
」
で
あ

　
つ
た
と
い
う
。
内
乱
期
に
お
け
る
一
連
の
院
政
政
権
安
泰
の
祈
酵
が
、
守
覚
主
導

　
の
も
と
に
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
以
上
、
「
覚
禅
抄
」
か
ら
の
引
用
は
、

　
中
野
玄
三
「
覚
禅
年
表
」
『
日
本
仏
教
絵
画
研
究
』
一
九
八
二
年
に
よ
る
）
。
こ
れ

　
ら
内
乱
期
の
調
伏
法
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
の
政
治
過
程
と
か
か
わ
ら
せ

　
て
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

⑫
　
醍
醐
寺
成
賢
が
勤
修
し
た
仁
王
経
歴
は
「
自
二
御
室
一
匹
レ
有
二
計
駕
御
之
旨
h
可

　
レ
為
工
大
法
阿
闇
梨
一
云
々
」
と
御
室
道
法
の
推
挙
で
あ
っ
た
（
「
襲
爵
経
日
記
」
前

　
禺
仁
和
寺
記
録
一
六
）
。
そ
の
他
、
注
⑪
参
照
。

㊥
序
章
注
⑤
。

㊤
　
　
「
永
久
允
年
記
」
（
『
群
書
頚
根
』
雑
部
、
第
二
五
巻
）
。

㊥
　
　
『
修
捗
蔭
鱗
ズ
抄
　
第
六
』
「
藻
潮
電
還
」
項
（
内
閣
文
庫
所
蔵
）
。
　
こ
れ
は
「
故
御
脚
里

　
（
覚
性
）
御
記
」
よ
り
の
引
用
で
、
長
寛
二
年
一
〇
月
㎝
五
日
に
始
ま
り
、
　
一
二

　
月
二
五
日
に
結
願
し
て
い
る
。

⑯
　
元
木
泰
雄
『
武
士
の
成
立
』
（
日
本
歴
史
叢
書
、
　
｝
九
九
四
年
）
　
ご
…
四
頁
。

㊥
　
後
三
条
は
、
醍
醐
寺
成
尊
の
如
法
愛
染
法
で
後
冷
泉
天
皇
を
調
伏
し
た
こ
と
に

　
よ
っ
て
即
位
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
伝
承
の
域
を
出
な
い
に
し
ろ
、
王
権
が

　
密
教
修
法
の
護
持
を
必
要
と
し
て
い
た
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
注

　
目
さ
れ
る
。
　
こ
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
田
中
貴
子
『
外
法
と
愛
法
の
中
世
』
（
一

　
九
九
三
年
、
二
四
一
頁
）
参
照
。

⑳
　
服
藤
早
懲
門
平
安
時
代
の
氏
－
家
と
女
性
」
（
『
家
成
立
史
の
研
究
』
｛
九
九
一

　
年
）
。

⑭
　
第
二
範
型
⑳
に
あ
げ
た
｝
…
世
紀
末
以
降
の
世
俗
権
力
と
寺
院
と
の
結
合
に
も

　
あ
て
は
ま
る
。

終
章
　
院
権
力
と
仁
漁
寺
御
窒

仁和寺御室考（横内）

　
仁
和
寺
御
室
は
中
世
的
王
権
の
中
核
を
構
成
す
る
院
権
力
と
の
最
も
緊
密
な
血
縁
的
紐
帯
関
係
を
も
と
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
宗
教
権
門

で
あ
り
、
院
権
力
の
権
力
基
盤
を
密
教
修
法
の
再
編
・
統
合
に
よ
っ
て
支
え
る
と
い
う
政
治
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
御
室
は
僧
綱
制

な
ど
の
従
来
の
規
範
か
ら
は
超
越
し
た
新
た
な
タ
イ
プ
の
特
異
な
宗
教
権
門
で
あ
り
、
こ
の
属
性
故
に
既
存
の
秩
序
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

世
俗
・
宗
教
両
面
に
わ
た
る
活
動
を
展
爾
し
て
い
た
。
以
上
、
真
言
宗
と
い
う
枠
組
み
で
の
議
論
に
終
始
し
た
が
、
最
後
に
惣
法
務
・
六
勝
寺

検
校
と
し
て
の
御
室
の
位
置
付
け
を
検
討
し
、
中
世
仏
教
界
全
体
の
中
で
御
室
を
相
対
化
す
る
作
業
を
行
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
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中
世
仏
教
界
に
お
け
る
御
室
の
支
配
形
態
で
特
微
的
な
の
は
、
稠
度
と
い
う
形
で
は
顕
在
化
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
二
章
で
検
討
し
た
よ

う
に
、
顕
密
仏
教
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
る
「
宗
」
の
統
制
機
構
に
つ
い
て
見
る
と
、
御
室
は
東
寺
長
者
の
地
位
に
就
任
す
る
こ
と
は
な
く
、

個
別
に
真
書
宗
諸
寺
院
と
院
権
力
と
を
直
結
す
る
支
配
機
構
を
構
築
し
て
い
る
。
「
真
言
宗
」
の
制
度
的
な
統
括
者
は
あ
く
ま
で
東
寺
長
者
で

あ
り
、
御
室
は
公
的
側
面
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
僧
綱
所
の
支
配
に
お
い
て
も
御
室
は
実
態
と
し
て
は
惣
在
庁
を
主
従
制

支
配
下
に
お
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
惣
法
務
」
と
は
一
つ
の
呼
称
の
域
を
出
ず
、
制
度
的
な
官
職
に
ま
で
位
置
付
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
国
制
の
制
度
と
し
て
は
顕
在
化
し
な
い
御
室
の
支
配
は
、
従
来
の
秩
序
か
ら
超
越
す
る
遁
世
僧
的
な
性
格
の
反
映
で
あ
っ
た
。
御
室
は
院
権

力
と
い
う
世
俗
権
力
と
の
関
わ
り
で
、
い
わ
ば
「
院
権
力
の
分
身
」
と
し
て
、
そ
の
超
越
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
「
官

僧
」
で
あ
り
な
が
ら
、
遁
世
僧
的
属
性
を
持
つ
が
ゆ
え
に
世
俗
権
力
と
緊
密
な
結
合
を
遂
げ
た
僧
侶
。
こ
う
し
た
御
室
の
超
越
的
性
格
は
、
中

世
仏
教
全
体
の
動
向
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
澱
付
け
ら
れ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
中
世
仏
教
は
宗
と
い
う
枠
組
み
を
残
し
、
八
宗
体
制
と
呼
ば
れ
る
仏
教
界
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
葉
寺
長
者
・
天
台
座
主
・

興
福
寺
別
当
な
ど
が
「
宗
の
長
者
」
と
し
て
、
八
宗
体
制
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
御
斎
会
・
後
七
日
御
修
法
と
い
う
顕
密
の
国
家
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

法
会
の
結
節
点
で
あ
る
内
論
義
に
お
い
て
、
天
皇
の
前
で
結
集
を
図
っ
て
い
た
。
こ
れ
と
は
別
に
院
権
力
は
「
国
王
の
氏
寺
」
六
勝
寺
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
仏
教
界
の
新
た
な
統
合
を
図
っ
た
。
宮
中
御
斎
会
に
対
応
す
る
正
月
儀
礼
と
し
て
六
勝
寺
の
修
正
会
が
あ
る
。
そ
の
頂
点
に
立
つ
法
勝
寺
修

正
会
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
院
へ
の
牛
王
宝
印
の
授
与
で
あ
っ
た
。
ま
ず
密
教
を
担
当
す
る
法
曲
師
が
、
顕
教
を
司
る
導
師
に
宝
印
を
渡
す
。

こ
れ
を
検
校
た
る
御
室
に
献
じ
、
御
室
が
簾
中
に
参
入
し
院
の
両
手
・
額
に
牛
王
宝
印
を
「
奉
レ
捺
」
る
の
で
あ
る
。
牛
王
宝
印
と
院
と
を
媒

介
す
る
の
は
、
導
師
で
も
別
当
で
も
な
く
御
室
な
の
で
あ
っ
た
。
六
勝
寺
に
集
約
さ
れ
た
諸
宗
を
代
表
し
て
、
院
の
「
玉
体
安
穏
・
宝
寿
長
遠
」

を
祈
願
す
る
御
室
の
位
置
を
象
徴
的
に
示
す
儀
礼
と
い
え
よ
う
。
院
権
力
は
、
宗
の
長
者
で
も
な
い
御
室
を
検
校
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
傘

下
に
諸
宗
の
長
者
を
別
当
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。
つ
ま
り
院
権
力
は
ミ
ウ
チ
僧
た
る
御
室
を
逓
じ
て
中
世
仏
教
界
1
1
八
宗
を
王
家
と
い
う
イ
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仁和寺御室考（横内）

エ
に
包
括
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
諸
寺
院
権
門
の
上
位
に
御
室
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
院
の
政
策
の
中
で
、
宗
お
よ
び
僧
綱
制
と
い
う
枠
組
の
遣
外
に
あ
っ
た
御
室
の
特
質

は
有
効
で
あ
っ
た
。
院
権
力
は
古
代
以
来
の
た
て
ま
え
で
あ
る
く
天
皇
1
1
八
宗
体
制
〉
と
い
う
枠
組
み
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
御
室
を
頂
点

に
据
え
た
六
勝
寺
に
、
新
た
な
王
法
と
仏
法
と
の
連
関
構
造
を
組
織
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
院
権
力
の
仏
教
政
策
の
画
期
性
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
院
権
力
は
、
顕
密
八
宗
が
天
皇
の
前
に
結
集
し
て
見
せ
た
よ
う
な
宗
教
界
の
統
合
を
永
続
的
に
確
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
中
世
後
期
以
降
、
六
勝
寺
の
衰
退
と
と
も
に
、
顕
官
寺
院
の
統
合
は
不
可
能
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
六
勝
寺
に
お
け
る
御
室
の
役
割
は
消

滅
し
、
院
権
力
の
分
身
と
し
て
仏
教
界
全
体
に
わ
た
り
、
影
響
力
を
あ
た
え
た
御
室
の
権
威
も
衰
退
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
仁
和
寺
御
室

は
院
権
力
が
生
み
出
し
た
門
未
完
の
教
権
」
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

　
真
言
宗
に
関
し
て
は
、
寺
院
の
求
心
力
に
支
え
ら
れ
、
中
世
後
期
に
も
御
室
の
支
配
は
残
存
す
る
。
し
か
し
、
両
統
迭
立
と
い
う
王
家
の
分

裂
を
背
景
に
し
て
密
教
寺
院
と
し
て
再
生
し
た
大
覚
寺
や
、
室
町
幕
府
と
結
び
台
頭
し
て
き
た
醍
醐
寺
の
進
出
に
よ
り
真
言
宗
界
も
第
二
・
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

三
の
再
編
期
を
迎
え
る
。
論
じ
残
し
た
課
題
は
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
て
み
た
い
。

①
　
序
章
注
③
牛
山
A
・
B
論
文
。
海
老
名
尚
「
霞
評
　
牛
山
佳
幸
著
『
古
代
中
世

　
審
院
組
織
の
研
究
』
」
（
『
寺
院
史
研
究
』
二
号
、
一
九
九
一
年
）
。

②
　
佐
藤
弘
夫
『
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
』
（
一
九
八
七
年
）
一
五
｝
頁
。

③
上
川
二
章
注
③
論
文
。

④
「
法
勝
寺
修
正
長
吏
用
意
」
（
三
章
注
⑰
『
守
覚
法
親
王
の
儀
礼
世
界
』
本
文
編

　
2
、
九
六
四
頁
、
お
よ
び
同
欝
松
尾
恒
一
氏
に
よ
る
解
説
）
参
照
。

⑤
　
院
政
期
に
は
王
家
を
筆
頭
と
す
る
公
家
権
門
と
寺
院
権
門
と
が
血
縁
を
介
し
て

（
付
記
）
　
本
稿
は
一
九
九
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

結
合
を
深
め
る
。
各
寺
院
に
は
世
俗
の
家
と
結
び
つ
い
た
門
主
の
院
家
が
成
立
し
、

携
当
・
座
主
引
退
後
も
、
そ
の
背
後
か
ら
寺
院
を
運
営
す
る
構
造
が
で
ぎ
あ
が
っ

て
い
く
。
仁
和
寺
御
室
の
遁
世
僧
堂
属
性
に
類
比
す
べ
き
支
配
構
造
が
、
中
世
寺

院
社
会
を
覆
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
中
世
寺
院
史
研
究
は
、
中
世
に
お
い
て
「
遁

世
」
と
い
う
行
為
が
果
た
し
た
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
佐
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The　Significance　of　the　Omuro　of　Ninnaji

　The　Retired　Emperor　and　Shingon　Esoteric　Buddhism

　　　　　　　in　the　Early　Medieval　Period

by

Yoi〈ogcm　Hiroto

　　In　the　late　11th　eentury，　Emperor　Gosanjy6　appointed　the　priest　SyOsin

性信（the　first　Omuro　of　Nimlaji）as　an　imperial　priest（Gojis6）．　Suc－

cessive　retired　Emperors　appointed　their　sons　as　the　Omuro　of　Ninnaji．

Although　this　position　was　outside　of　the　othcial　ranking　system　of

priests　（S6goHsei），　the　Omuro　became　the　highest　ranking　priest　in　the

Singon　hierarchy．

　　The　Omuro，　a　chief　of　Ninnaji－temple，　also　administered　Singon　rites

and　intervened　in　other　temple　affairs．　The　Omuro　performed　“the

K：ujyakuky6－ho孔雀適法ritua1”，　the　most　important　Singon　ritual．　By

mid　12th　century，　the　Omuro　monopolized　all　major　Singon　esoteric

rituals．　Syukaku守覚，　the　sth　Omuro，　reorganized　the　ritual　for　the

royal　family（K：6ke－Misiho公家御修法）of　Singon　and　Tendai　sect　in　the

Iate工2th　century，　in　order　to　prevent　tempIes　from　cursing　the　retired

Emperor　during　the　Genpei　war（1180－5）．　Singon　te皿ples皿anaged　by

the　Omuro　prayed　for　the　retired　Emperor　and　cursed　temples　which

demonstrated　（GOso）　against　him．

　　The　Omuro　of　Ninnaji　constituted　aB　extension　of　the　authority　of

retired　Ernperors　through　esoteric　Buddhism．　As　the　power　of　retired

Emperors　waned，　so　too　did　the　Omuro．

（648）




